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判
例
研
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）

　
　
民
法
七
二
四
条
後
段
の
二
〇
年
の
期
間
制
限
と
権
利
濫
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
桜
島
村
不
発
弾
爆
破
国
家
賠
償
請
求
事
件

采

女

博

文

民法724条後段の20年の期間制限と権利濫用

　
平
成
元
年
一
二
月
二
一
日
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
判
決
（
昭
和
五
九
年
㈲
第
一
四
七
七
号
国
家
賠
償
請
求
事
件
）
民
集
四

　
三
巻
一
二
号
二
二
〇
九
頁
　
　
破
棄
自
判

　
〔
判
決
要
旨
〕

　
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
除
斥
期
間
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
〔
事
実
〕

　
X
（
原
告
・
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
昭
和
二
四
年
二
月
一
四
日
、
鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡
東
桜
島
村
の
山
中
に
お
い
て
、
同
山
林
中
で

発
見
さ
れ
た
三
個
の
不
発
油
脂
焼
夷
弾
の
処
理
作
業
に
伴
う
山
林
の
防
火
活
動
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
際
に
、
右
不
発
弾
の
一
個
が
X
の

至
近
距
離
で
突
然
爆
発
し
、
燃
焼
し
た
油
脂
を
顔
面
そ
の
他
身
体
前
面
部
全
体
に
浴
び
て
重
傷
を
負
っ
た
（
以
下
本
件
事
故
と
い
う
）
。

　
右
不
発
弾
の
処
理
は
、
国
の
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
公
務
員
で
あ
る
国
家
地
方
警
察
鹿
児
島
地
区
警
察
署
西
桜
島
派
出
所
勤
務
の
丁
巡
査

ま
た
は
そ
の
要
請
を
受
け
た
米
軍
小
倉
弾
薬
処
理
班
の
将
兵
二
名
が
そ
の
職
務
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
記
山
林
の
防
火
活
動
は
、
丁

巡
査
の
出
動
要
請
を
受
け
た
東
桜
島
消
防
団
高
免
分
団
長
の
求
め
に
応
じ
て
高
免
部
落
の
約
二
〇
名
と
と
も
に
消
防
団
員
で
な
い
X
も
参
加

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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判例研究

　
右
不
発
弾
の
処
理
作
業
は
、
米
兵
が
不
発
弾
の
露
出
部
分
に
爆
薬
を
詰
め
て
爆
破
装
置
に
よ
り
爆
破
さ
せ
る
方
法
を
と
り
、
爆
破
の
際
は
全

員
が
不
発
弾
か
ら
五
、
六
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
箇
所
に
避
難
し
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
三
個
目
の
不
発
弾
に
前
記
爆
破
装
置
を
付
け
て
爆
発
さ

せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
爆
発
せ
ず
、
不
発
弾
の
胴
体
が
割
れ
、
そ
こ
か
ら
火
が
出
て
燃
焼
し
、
山
火
事
の
お
そ
れ
が
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
の
で
、

丁
巡
査
の
指
図
で
X
や
消
防
団
員
ら
が
右
不
発
弾
に
ス
コ
ッ
プ
で
砂
を
か
ぶ
せ
る
作
業
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
作
業
が
終
わ
る
と
同
時

に
不
発
弾
が
突
然
爆
発
し
て
本
件
事
故
が
発
生
し
た
。

　
本
件
事
故
は
、
不
発
弾
の
爆
発
に
よ
る
人
身
事
故
等
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
丁
巡
査
ら
が
、
X
ら
消
防
団
員

に
燃
焼
し
続
け
る
極
め
て
危
険
な
不
発
弾
に
ス
コ
ッ
プ
で
砂
を
か
ぶ
せ
る
作
業
を
さ
せ
る
等
し
た
過
失
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
件
事
故
の
結
果
、
X
は
、
全
身
の
火
傷
に
丹
毒
症
を
併
発
し
、
約
六
か
月
間
入
院
加
療
し
て
漸
く
一
命
を
と
り
と
め
た
も
の
の
、
現
在
、

顔
面
全
体
の
療
痕
、
高
度
の
醜
貌
、
左
無
眼
球
、
右
目
視
力
の
極
度
の
低
下
、
両
耳
の
難
聴
、
癩
痕
性
萎
縮
に
よ
る
左
肘
関
節
の
伸
展
位
の
固

定
等
の
後
遺
症
が
あ
る
。

　
国
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
昭
和
二
四
年
八
月
か
ら
同
年
一
二
月
ま
で
の
問
、
療
養
見
舞
金
と
し
て
五
万
≡
二
九
〇
円
、
同
年

一
一
月
療
養
費
と
し
て
四
万
五
〇
六
〇
円
、
昭
和
二
六
年
三
月
及
び
同
二
八
年
二
月
に
特
別
補
償
費
事
故
見
舞
金
と
し
て
合
計
一
〇
万
八
O
O

O
円
を
X
に
支
払
っ
た
。
ま
た
国
は
、
昭
和
三
七
年
九
月
に
X
に
対
し
、
連
合
軍
占
領
等
の
行
為
等
に
よ
る
被
害
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
障
害
給
付
金
と
し
て
コ
ニ
万
円
、
休
業
給
付
金
と
し
て
七
五
〇
〇
円
を
支
払
い
、
同
四
二
年
一
二
月
に
は
同
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

に
基
づ
き
、
X
に
対
し
特
別
障
害
給
付
金
と
し
て
一
八
万
四
〇
〇
〇
円
、
X
に
対
し
障
害
者
の
妻
に
対
す
る
支
給
金
と
し
て
七
万
五
〇
〇
〇

円
を
支
払
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

　
X
X
は
、
国
に
対
し
、
本
件
事
故
の
発
生
の
日
か
ら
二
八
年
一
〇
か
月
余
り
を
経
過
し
た
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
七
日
、
国
家
賠
償
法
に

基
づ
き
、
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
を
求
め
て
本
訴
を
提
起
し
た
。
第
一
審
は
X
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
控
訴
審
は
X
ら
の
請
求
を
一

部
認
容
し
た
。
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民法724条後段の20年の期間制限と権利濫用

　
〔
控
訴
審
判
旨
〕

　
（
1
）
ま
ず
、
民
法
七
二
四
条
後
段
に
つ
い
て
は
時
効
説
を
採
用
し
た
。
「
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
の
期
間
は
、
そ
の
「
二
十
年

ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ
」
と
し
て
前
段
の
「
時
効
二
因
リ
テ
消
滅
ス
」
を
承
け
た
規
定
の
文
言
、
立
法
者
の
消
滅
時
効
で
あ
る
と
の
説
明
、

加
害
者
及
び
損
害
の
認
識
を
前
提
と
し
た
不
法
行
為
に
独
特
の
三
年
の
短
期
時
効
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
時
効
の
中
断
、
停
止
、
援

用
を
認
め
な
い
と
被
害
者
に
極
め
て
酷
な
場
合
が
生
ず
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
し
、
消
滅
時
効
を
定
め
た
も
の
と
考
え
る
。
た
と
え
、
こ
れ
を
除

斥
期
間
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
と
し
て
も
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
時
効
の
停
止
、
中
断
を
認
め
る
い
わ
ゆ
る
弱
い
除
斥
期
問
（
混
合
除

斥
期
問
）
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。

　
（
2
）
そ
の
起
算
日
に
つ
い
て
は
、
同
条
後
段
の
「
不
法
行
為
ノ
時
」
と
い
う
法
文
や
長
期
時
効
設
定
の
趣
旨
か
ら
み
て
加
害
行
為
の
時
で

あ
り
、
そ
の
後
の
個
々
の
損
害
の
発
生
日
で
は
な
い
と
し
た
。

　
（
3
）
時
効
援
用
権
の
濫
用
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
国
政
は
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
国
は
国
民
に
対
し

信
義
誠
実
を
旨
と
し
て
そ
の
国
務
を
遂
行
す
べ
き
で
あ
り
、
い
や
し
く
も
事
故
の
損
害
賠
償
責
任
が
明
ら
か
で
あ
る
の
に
そ
の
責
任
を
免
れ
る

た
め
加
害
行
為
へ
の
関
与
を
隠
蔽
す
る
よ
う
な
公
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
事
故
直
後
に
、
鹿
児
島
地
区
警
察
署
長
名
で
同
署

が
本
件
不
発
弾
処
理
に
全
く
関
与
せ
ず
不
意
に
駐
在
所
に
訪
れ
た
米
軍
兵
士
二
名
を
派
出
所
巡
査
が
案
内
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
に
反

し
た
被
害
調
書
が
作
成
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
後
そ
の
責
任
の
所
在
が
不
明
と
な
り
、
所
管
部
局
も
判
明
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　
本
件
事
故
当
時
、
占
領
軍
給
付
金
規
定
に
基
づ
く
給
付
金
の
支
給
を
担
当
し
た
防
衛
施
設
庁
の
係
員
は
国
の
損
害
賠
償
義
務
を
知
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
鹿
児
島
地
区
警
察
署
係
員
は
国
の
損
害
賠
償
義
務
を
知
り
、
ま
た
は
容
易
に
知
り
得
べ
か
り
し
状
況
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

給
付
金
支
給
の
際
に
国
が
損
害
賠
償
義
務
が
国
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は
過
失
が
あ
る
。

　
一
方
X
ら
は
、
本
件
事
故
後
、
鹿
児
島
市
役
所
、
鹿
児
島
県
庁
等
国
の
出
先
機
関
等
に
何
度
と
な
く
被
害
の
救
済
を
求
め
て
お
り
、
権
利

の
上
に
眠
る
者
と
は
い
え
な
い
。
「
本
件
の
よ
う
に
国
が
損
害
賠
償
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
こ
と
が
当
事
者
問
に
争
い
が
な
く
明
白
な
場
合
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判例研究

に
は
時
効
な
ど
の
保
護
を
与
え
る
必
要
性
に
乏
し
く
、
時
効
等
は
で
き
る
だ
け
制
限
し
て
解
釈
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
し
以
上
の

各
事
由
を
総
合
し
て
考
え
る
と
」
、
国
が
X
ら
の
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
き
二
〇
年
の
長
期
の
消
滅
時
効
を
援
用
な
い
し
除
斥
期
問
の
徒

過
を
主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
し
、
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
（
最
判
昭
五
一
・
五
・
二
五
民
集
三
〇
巻
四
号
五
五
四
頁
参
照
）
。

　
（
4
）
ま
た
、
短
期
時
効
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

　
加
害
者
の
認
識
に
つ
い
て
、
「
加
害
者
ヲ
知
リ
タ
ル
」
と
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
の
場
合
、
被
害
者
ら
に
お
い
て
、
国
又
は
公
共
団
体
な
ら

び
に
こ
れ
と
不
法
行
為
者
で
あ
る
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
公
務
員
と
の
間
に
使
用
関
係
が
あ
る
事
実
に
加
え
て
、
一
般
人
が
当
該
不
法
行
為

が
国
等
の
公
権
力
の
行
使
た
る
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
足
る
事
実
を
も
認
識
す
る
こ
と
を
い
う
（
最
判

昭
四
四
・
一
一
・
二
七
民
集
二
一
二
巻
一
一
号
二
二
六
五
頁
参
照
）
と
し
た
。

　
国
の
出
先
機
関
係
員
な
ど
で
さ
え
、
国
に
本
件
事
故
の
賠
償
責
任
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
X
ら
の
被
害
救
済
の
申
し
出
に
対
し
徒
ら
に

他
の
機
関
へ
の
出
頭
を
促
す
こ
と
を
繰
り
返
し
、
い
わ
ゆ
る
た
ら
い
回
し
に
す
る
の
み
で
責
任
の
所
在
す
ら
判
明
し
な
か
っ
た
な
ど
の
事
情
の

下
に
お
い
て
は
、
「
民
法
七
二
四
条
前
段
の
短
期
消
滅
時
効
が
被
害
者
の
感
情
の
時
の
経
過
に
よ
る
回
復
を
考
慮
し
た
も
の
で
、
そ
の
点
に
そ

の
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
に
照
ら
し
、
本
来
加
害
者
の
認
識
は
単
に
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
み
で
は
足
ら
ず
、
こ
れ
を
確
知
す
る
こ
と
を

要
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
こ
ろ
」
、
国
の
出
先
機
関
係
員
な
ど
で
さ
え
X
ら
か
ら
本
件
事
故
の
経
緯
を
聞
い
て
も
本
件
事
故
が
国
の
公
権
力

の
行
使
で
あ
る
職
務
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
判
断
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に

そ
の
判
断
が
可
能
な
事
実
を
X
ら
が
知
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、
自
ら
そ
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
証
拠
を
作
成
し
た
国
ら
に
お
い
て
、
X

ら
に
加
害
者
が
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
識
し
得
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
判
断
の
誤
り
を
答
め
る
こ
と
は
信
義
則
に
照
ら
し
許
さ
れ
な
い
。

　
か
り
に
加
害
者
お
よ
び
損
害
の
認
識
が
国
側
主
張
の
と
お
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
の
時
効
の
援
用
は
「
信
義
則
に
反
し
か
つ
権
利
の
濫
用

と
し
て
許
さ
れ
な
い
」
。
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民法724条後段の20年の期間制限と権利濫用

　
〔
上
告
理
由
〕

　
（
第
一
点
）
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
の
期
間
は
、
「
権
利
の
存
続
期
間
を
定
め
た
も
の
で
、
当
事
者
の
主
張
、
援
用
を
待
た
ず
に

裁
判
所
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
除
斥
期
間
と
解
す
べ
き
」
で
あ
り
、
「
信
義
則
違
反
や
権
利
濫
用
の
有
無
等
主
張

の
当
否
を
論
ず
る
余
地
が
な
く
、
ま
し
て
援
用
権
の
濫
用
が
問
題
と
な
る
余
地
の
な
い
」
も
の
で
あ
る
。

　
〔
判
決
理
由
〕

　
「
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
は
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
の
除
斥
期
間
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
け
だ
し
、
同
条
が
そ
の
前
段
で
三
年
の
短
期
の
時
効
に
つ
い
て
規
定
し
、
更
に
同
条
後
段
で
二
〇
年
の
長
期
の
時
効
を
規
定
し
て
い
る

と
解
す
る
こ
と
は
、
不
法
行
為
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
速
や
か
な
確
定
を
意
図
す
る
同
条
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
わ
ず
、
む
し
ろ
同
条
前
段
の
三

年
の
時
効
は
損
害
及
び
加
害
者
の
認
識
と
い
う
被
害
者
側
の
主
観
的
な
事
情
に
よ
っ
て
そ
の
完
成
が
左
右
さ
れ
る
が
、
同
条
後
段
の
二
〇
年
の

期
間
は
被
害
者
側
の
認
識
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
一
定
の
時
の
経
過
に
よ
っ
て
法
律
関
係
を
確
定
さ
せ
る
た
め
請
求
権
の
存
続
期
間
を
画
一
的
に

定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

　
「
X
ら
の
本
件
請
求
権
は
、
す
で
に
本
訴
提
起
前
の
右
二
〇
年
の
除
斥
期
間
が
経
過
し
た
時
点
で
法
律
上
当
然
に
消
滅
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
除
斥
期
間
の
性
質
に
か
ん
が
み
、
本
件
請
求
権
が
消
滅
し
た
旨
の
主
張
が
な
く
て
も
、
右
期

間
の
経
過
に
よ
り
本
件
請
求
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
X
ら
主
張
に
係
る
信
義
則
違
反
又
は
権
利
濫
用
の
主

張
は
、
主
張
自
体
失
当
で
あ
っ
て
採
用
の
限
り
で
は
な
い
」
と
し
て
結
論
を
同
じ
く
す
る
一
審
判
決
を
正
当
と
し
た
。

　
〔
研
究
〕

　
〔
一
〕
　
本
件
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
不
発
弾
の
処
理
作
業
は
鹿
児
島
地
区
警
察
署
の
要
請
を
受
け
た
米
軍
の
弾
薬
処
理
班
の
将
兵
二
名
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
原
告
ら
は
、
現
場
に
赴
い
た
丁
巡
査
の
指
図
の
下
で
爆
破
作
業
の
下
準
備
等
に
参
加
し
た
際
に
本
件
被
害
に
あ
っ
た
も
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の
で
あ
る
。

　
し
か
し
政
府
は
、
占
領
軍
の
犯
罪
や
事
故
に
よ
る
国
民
の
被
害
に
関
し
て
、
そ
の
損
害
賠
償
の
責
任
は
国
際
法
上
連
合
国
側
に
あ
る
も
の
と

の
見
解
を
堅
持
し
て
い
た
の
で
国
家
賠
償
法
の
適
用
に
よ
る
処
理
を
行
わ
ず
、
見
舞
金
制
度
（
昭
和
一
二
年
閣
議
決
定
「
進
駐
軍
に
よ
る
爆
破

作
業
及
び
こ
れ
に
類
す
る
事
故
に
因
り
危
害
を
受
け
た
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
件
」
、
そ
の
後
五
回
に
わ
た
る
修
正
）
の
運
用
を
行
っ
て

い
た
。

　
本
件
の
場
合
に
も
、
こ
の
見
舞
金
制
度
に
よ
る
見
舞
金
、
お
よ
び
「
連
合
国
占
領
軍
等
の
行
為
等
に
よ
る
被
害
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の
支

給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
六
年
法
律
二
一
五
号
）
に
基
づ
く
給
付
金
は
X
ら
に
支
払
わ
れ
た
。
し
か
し
、
本
件
事
故
の
場
合
に
は
、
占
領

軍
に
よ
っ
て
国
民
に
も
た
ら
さ
れ
た
被
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
警
察
官
の
過
失
に
基
づ
く
事
故
で

あ
る
か
ら
、
占
領
軍
と
と
も
に
国
自
体
も
ま
た
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
賠
償
法
に
基
づ
く
損

害
の
賠
償
は
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
控
訴
審
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
事
故
直
後
鹿
児
島
地
区
警
察
署
長
名
で
同
署
が
本
件
不

発
弾
処
理
に
全
く
関
与
せ
ず
不
意
に
駐
在
所
に
訪
れ
た
米
軍
兵
士
二
名
を
派
出
所
巡
査
が
案
内
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
に
反
し
た
被
害

調
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
そ
の
後
責
任
の
所
在
が
不
明
と
な
り
、
国
の
委
任
事
務
を
担
当
す
る
県
庁
の
係
員
な
ど
に
X
ら
が

被
害
の
救
済
を
訴
え
て
も
要
領
を
得
な
い
ま
ま
経
過
し
、
X
ら
が
国
家
賠
償
法
一
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
て
訴
え
た
と
き
に
は
事
故

発
生
後
す
で
に
二
〇
年
以
上
が
経
過
し
て
い
た
。

　
控
訴
審
は
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
起
算
点
を
事
故
発
生
の
昭
和
二
四
年
二
月
一
四
日
と
し
て
、
同
日
か
ら
本
訴

提
起
ま
で
す
で
に
二
〇
年
以
上
経
過
し
て
い
る
か
ら
長
期
時
効
が
完
成
し
う
る
状
態
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
消
滅
時
効
の
援
用
も
し
く
は
除

斥
期
間
の
徒
過
の
主
張
を
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
と
し
て
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
X
ら
の
損
害
賠
償
請
求
の
一
部
を
認
め
た
。
こ
れ
に
対

し
て
本
件
最
高
裁
判
決
は
、
民
法
七
二
四
条
後
段
を
除
斥
期
間
と
解
し
た
う
え
で
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
の
主
張
を
封
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
控
訴
審
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
対
す
る
消
滅
時
効
の
援
用
（
な
い
し
除
斥
期
間
徒
過
の
主
張
）
に
対
し
て
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も
信
義
則
の
絞
り
を
か
け
た
の
に
対
し
、
最
高
裁
は
除
斥
期
間
説
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
信
義
則
違
反
の
検
討
不
要
の
結
論
を
導
き
だ
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
、
期
間
経
過
に
よ
り
法
律
上
当
然
に
「
請
求
権
」
は
消
滅
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
主
張
（
援
用
）
を
要
し
な
い
と
す
る

除
斥
期
間
の
定
義
づ
け
か
ら
の
論
理
的
な
帰
結
か
も
し
れ
な
い
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
逆
に
本
件
判
決
は
損
害
賠
償
「
請
求
権
」

の
期
問
制
限
の
規
定
を
除
斥
期
間
と
解
す
る
場
合
の
間
題
点
を
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
し
た
と
も
い
え
る
。

　
除
斥
期
問
と
解
す
る
最
高
裁
の
論
拠
は
、
そ
の
期
間
の
起
算
点
が
被
害
者
側
の
認
識
（
主
観
）
に
か
か
る
短
期
時
効
に
対
し
、
長
期
期
問
は

被
害
者
側
の
認
識
と
無
関
係
に
請
求
権
の
存
続
期
間
を
画
一
的
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
こ
れ
は
、
長
短
二
重
の
期
問

制
限
の
と
き
長
期
は
除
斥
期
間
と
す
る
最
近
の
学
説
（
通
説
か
）
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
七
二
四
条
後
段
が
当
事
者
の
認
識
と
無

関
係
に
起
算
点
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
除
斥
期
間
で
あ
る
こ
と
の
論
拠
と
し
て
は
弱
す
ぎ
る
。
ま
た
、
存
続
期
間
の
「
画
一
性
」
に

重
点
が
あ
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
を
論
ず
る
余
地
の
な
い
除
斥
期
間
と
解
す
べ
き
論
拠
を
示
す
こ
と
に
は

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
以
下
で
は
、
ま
ず
最
高
裁
判
旨
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
七
二
四
条
後
段
の
二
〇
年
問
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
消
滅
時
効
説
と
除
斥
期

問
説
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠
を
確
認
し
、
つ
ぎ
に
消
滅
時
効
・
除
斥
期
問
と
信
義
則
・
権
利
濫
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
こ

　
な
お
、
あ
ら
か
じ
め
七
二
四
条
を
め
ぐ
る
そ
の
他
の
論
点
に
つ
い
て
簡
潔
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
（
1
）
二
〇
年
の
期
間
の
起
算
点

　
本
件
控
訴
審
は
起
算
点
に
つ
い
て
は
、
起
算
点
は
個
々
の
損
害
発
生
日
で
は
な
く
事
故
発
生
日
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
明
瞭
で
は
な
い
が
最

高
裁
も
こ
れ
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
不
法
行
為
に
関
し
て
は
加
害
（
原
因
）
行
為
時
と
す
る
判
例
・
通
説
に

　
　
　
　
　
　
　
パ
ざ

沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
累
積
性
・
進
行
性
の
人
身
損
害
の
事
件
を
前
に
し
て
裁
判
例
・
学
説
は
お
お
き
く
揺
れ
て
お
り
、
損
害
発
生
時
説
も
か
な
り
有
力
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
災
害
に
よ
る
複
数
の
障
害
へ
の
罹
患
の
場
合
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
複
数
の
障
害
が
す
べ
て
出
現
・
顕
在
化
し
、
か
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パ
ぽ

つ
い
ず
れ
の
障
害
も
当
該
障
害
自
体
と
し
て
は
進
行
拡
大
が
止
ま
り
固
定
し
た
時
点
を
起
算
点
と
し
て
一
律
に
期
問
が
進
行
す
る
と
す
る
。

　
し
か
し
、
一
般
的
不
法
行
為
の
場
合
で
も
、
不
法
行
為
は
そ
の
成
立
要
件
と
し
て
損
害
の
発
生
を
要
求
し
て
い
る
し
、
損
害
発
生
前
す
な
わ

ち
損
害
賠
償
請
求
権
成
立
前
に
期
間
を
進
行
さ
せ
る
合
理
的
理
由
は
な
い
。
不
法
行
為
の
時
と
い
う
文
言
を
敢
え
て
、
民
法
一
六
六
条
一
項
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

一
般
原
則
の
例
外
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
必
要
性
は
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゑ

　
（
2
）
三
年
の
短
期
消
滅
時
効
の
起
算
点

　
こ
の
点
に
つ
い
て
最
高
裁
は
言
及
し
て
い
な
い
。
控
訴
審
が
信
義
則
を
二
重
に
適
用
し
て
、
国
側
の
短
期
時
効
の
援
用
を
封
じ
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
加
害
者
の
認
識
に
つ
い
て
、
丁
巡
査
が
消
防
団
員
ら
に
対
し
て
一
定
の
指
示
を
し
て
い
た
こ
と
を
X
が
認
識
し
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
一
般
人
が
当
該
不
法
行
為
（
危
険
防
止
措
置
の
不
適
切
）
が
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
公
務
員
が
そ
の
職
務
を
行

う
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
足
る
事
実
を
認
識
し
た
も
の
と
し
て
、
七
二
四
条
前
段
の
加
害
者
を
知
っ
た
も
の
と
い
う

余
地
が
な
い
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
信
義
則
に
照
ら
し
、
本
訴
提
起
直
前
に
至
る
ま
で
X
ら
に
お
い
て
知
っ
た
と
認
め
る
に
足
り
な
い

と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
更
に
、
仮
に
加
害
者
お
よ
び
損
害
の
認
識
が
被
害
者
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
側
の
短
期
時
効
の
援
用
は
信
義
則

違
反
・
権
利
濫
用
で
あ
る
と
し
て
、
二
段
構
え
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

　
〔
二
〕
消
滅
時
効
と
除
斥
期
間

　
（
一
）
民
法
の
起
草
者
は
、
権
利
の
「
特
に
」
速
や
か
な
行
使
が
求
め
ら
れ
る
場
合
を
中
断
・
停
止
を
認
め
な
い
除
斥
期
間
と
し
て
時
効
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

ら
区
別
し
、
時
効
の
と
き
は
そ
の
旨
を
明
文
で
示
す
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
承
け
て
今
日
、
講
学
上
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヱ

斥
期
問
と
は
権
利
関
係
を
速
や
か
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
定
め
ら
れ
た
権
利
行
使
期
間
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
除
斥
期
間
が
消

滅
時
効
と
異
な
る
の
は
、
当
事
者
の
意
思
や
行
為
を
全
く
問
題
に
し
な
い
で
、
と
に
か
く
一
定
の
期
間
内
に
権
利
を
行
使
し
な
い
と
、
権
利
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ

消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
消
滅
時
効
と
異
な
り
除
斥
期
問
に
つ
い
て
は
中
断
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
当
事
者
の
援
用
を

必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
は
職
権
で
権
利
の
消
滅
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ハ
　
ロ

　
こ
の
よ
う
な
定
義
か
ら
す
る
と
、
除
斥
期
間
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
援
用
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
、
援
用
権
の
喪
失
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

し
た
が
っ
て
ま
た
、
除
斥
期
間
の
経
過
の
主
張
が
権
利
濫
用
と
な
る
こ
と
も
な
い
、
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
本
件
最
高
裁
判
決
は
こ
の

よ
う
な
論
理
を
そ
の
ま
ま
躊
躇
な
く
採
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
期
問
制
限
を
定
め
て
い
る
各
規
定
を
消
滅
時
効
と
解
す
る
か
除
斥
期
問
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
も
議
論
は
錯
綜
し
て
い
る
。
起
草
者

は
時
効
の
と
き
は
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
今
日
で
は
、
法
文
の
文
言
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ど

い
て
権
利
の
性
質
や
規
定
の
趣
旨
・
目
的
な
ど
を
考
慮
し
て
実
質
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
七
二
四
条
後
段
の
期
間
制
限
は
消
滅
時
効
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
除
斥
期
間
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

　
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
民
法
七
二
四
条
後
段
の
二
〇
年
の
期
間
は
、
民
法
の
起
草
者
は
消
滅
時
効
と
解
し
て
い
た

パ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

し
、
か
っ
て
は
学
説
で
も
時
効
期
間
と
解
す
る
説
が
通
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
、
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
で
は
除
斥
期
間
と
し
て
説
明
さ

　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

れ
て
い
る
。
ま
た
除
斥
期
間
説
に
立
つ
裁
判
例
も
増
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
最
近
の
個
別
論
文
で
は
時
効
説
が
す
く
な
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お

以
下
で
は
、
ま
ず
除
斥
期
間
説
に
立
つ
裁
判
例
を
概
観
し
、
つ
ぎ
に
除
斥
期
間
説
と
時
効
説
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠
を
確
か
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
二
）
除
斥
期
問
説
の
論
拠

　
上
告
理
由
が
、
「
民
法
七
二
四
条
の
規
定
の
趣
旨
、
目
的
、
権
利
の
性
質
等
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
検
討
か
ら
す
れ
ば
同
条
後
段
所
定
の
二

〇
年
間
の
期
間
は
除
斥
期
間
と
解
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
」
と
し
て
援
用
し
て
い
る
除
斥
期
間
説
に
立
つ
裁
判
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

裁
判
例
は
地
裁
・
高
裁
の
判
決
二
三
件
、
最
高
裁
判
決
一
件
で
あ
る
（
う
ち
五
件
は
公
刊
物
未
登
載
の
た
め
考
察
の
対
象
か
ら
省
く
。
た
だ
し

内
二
件
は
〔
1
0
〕
〔
1
6
〕
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
）
。

　
以
下
に
、
（
イ
）
事
件
の
特
徴
（
損
害
賠
償
請
求
の
理
由
）
、
（
ロ
）
被
告
、
（
ハ
）
除
斥
期
間
と
解
す
る
理
由
づ
け
、
（
二
）
起
算
点
の
取
り
方
、

（
ホ
）
結
論
へ
の
影
響
の
有
無
・
請
求
の
認
否
、
（
へ
）
備
考
に
つ
い
て
簡
潔
に
摘
示
す
る
。
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判例研究

〔
1
〕
熊
本
地
判
昭
四
七
年
八
月
一
四
日
訟
務
月
報
一
八
巻
コ
号
一
七
〇
五
頁

　
（
イ
）
農
地
買
収
処
分
の
無
効
に
よ
る
所
有
権
の
喪
失
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
買
収
処
分
の
時
、
（
ホ
）
除
斥
期
問
の
経

過
に
よ
り
請
求
棄
却
。

〔
2
〕
大
阪
地
判
昭
四
八
年
四
月
二
五
日
下
民
集
二
四
巻
一
・
四
号
二
二
六
頁

　
（
イ
）
誤
っ
た
有
罪
判
決
に
基
づ
く
懲
役
刑
の
執
行
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
「
除
斥
期
間
は
権
利
の
行
使
を
限
定
す
る
期
限
で
あ
り
、
権
利
の

速
や
か
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
設
け
ら
れ
た
」
、
（
二
）
再
審
判
決
の
確
定
、
（
ホ
）
請
求
認
容
。

〔
3
〕
神
戸
地
判
昭
五
〇
年
二
月
二
一
日
訟
務
月
報
二
五
巻
ご
一
号
二
九
六
八
頁

　
（
イ
）
農
地
買
収
・
売
渡
処
分
の
無
効
、
（
ロ
）
県
知
事
・
被
売
渡
人
・
国
、
（
ハ
）
除
斥
期
間
と
解
し
、
期
聞
経
過
は
当
裁
判
所
に
顕
著

な
事
実
で
あ
り
、
請
求
権
は
既
に
消
滅
。
（
二
）
買
収
処
分
の
時
、
（
ホ
）
第
二
の
買
収
に
つ
い
て
は
除
斥
期
問
経
過
に
よ
り
請
求
棄
却
。

〔
4
〕
大
阪
高
判
昭
五
〇
年
二
月
二
六
日
判
例
時
報
八
〇
四
号
一
五
頁

　
（
イ
）
誤
っ
た
有
罪
判
決
に
基
づ
く
懲
役
刑
の
執
行
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
再
審
の
無
罪
判
決
の
確
定
、
（
ホ
）
裁
判
官

に
過
失
が
な
い
と
し
て
請
求
棄
却
。

〔
5
〕
大
阪
高
判
昭
五
二
年
五
月
一
八
日
訟
務
月
報
二
五
巻
一
二
号
二
九
七
五
頁

　
（
ハ
）
原
判
決
理
由
説
示
を
引
用
し
、
「
当
裁
判
所
に
顕
著
な
事
実
」
を
「
記
録
上
明
ら
か
」
と
訂
正
、
（
二
）
買
収
処
分
の
時
、
（
ホ
）
控

訴
棄
却
、
（
へ
）
〔
3
〕
の
控
訴
審
判
決
。

〔
6
〕
東
京
地
判
昭
五
三
年
二
月
二
二
日
訟
務
月
報
二
四
巻
二
号
二
二
頁

　
（
イ
）
未
買
収
地
の
被
売
渡
人
に
よ
る
時
効
取
得
に
よ
り
所
有
権
の
喪
失
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
違
法
行
為
が
な
さ
れ
た

時
・
売
渡
処
分
の
時
、
（
ホ
）
除
斥
期
間
経
過
に
よ
り
請
求
棄
却
。

〔
7
〕
大
阪
地
判
昭
五
三
年
二
月
二
七
日
判
例
時
報
九
〇
三
号
七
二
頁
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（
イ
）
戸
籍
事
務
上
の
過
誤
に
よ
り
日
本
国
籍
に
編
成
さ
れ
て
き
た
が
、
「
錯
誤
」
を
理
由
と
し
て
戸
籍
が
職
権
で
削
除
さ
れ
た
。
（
ロ
V
国
、

（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
違
法
行
為
の
と
き
（
民
事
局
長
の
第
一
次
指
示
、
第
一
戸
籍
の
編
成
）
、
（
ホ
）
損
害
と
の
因
果
関
係
が
な
い
な
ど

と
し
て
請
求
棄
却
。

〔
8
〕
東
京
高
判
昭
五
三
年
一
二
月
一
八
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
七
七
号
八
四
頁
、
同
三
七
八
号
九
九
頁

　
（
イ
）
農
地
の
違
法
な
売
渡
処
分
と
被
売
渡
人
の
取
得
時
効
に
よ
り
旧
所
有
者
が
所
有
権
を
喪
失
し
た
。
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
三
年
の
時
効

が
被
害
者
の
主
観
的
事
情
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
鑑
み
、
こ
れ
を
制
限
し
て
画
一
的
に
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
法
律
関
係
の
確
定
を
は
か
る
。

一
般
の
消
滅
期
間
を
倍
加
し
た
二
〇
年
は
実
際
上
も
長
期
で
あ
り
、
中
断
を
認
め
て
期
間
の
伸
長
を
許
す
こ
と
は
そ
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
。

（
二
）
損
害
発
生
の
原
因
を
な
す
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
と
き
、
売
渡
処
分
の
時
、
（
ホ
）
除
斥
期
間
経
過
と
し
て
控
訴
棄
却
。

〔
9
〕
最
判
（
一
小
）
昭
五
四
年
三
月
一
五
日
最
高
裁
判
所
裁
判
集
民
事
一
二
六
号
二
四
三
頁
睦
訟
務
月
報
二
五
巻
一
二
号
二
九
六
三
頁

　
（
イ
）
農
地
買
収
・
売
渡
処
分
の
無
効
、
（
ロ
）
県
知
事
・
被
売
渡
人
・
国
、
（
ハ
）
除
斥
期
間
と
解
し
て
国
の
援
用
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
請
求
権
が
当
然
に
消
滅
し
た
と
し
た
原
審
判
断
を
支
持
。
（
二
）
（
買
収
処
分
の
時
）
、
（
ホ
）
上
告
棄
却
、
（
へ
）
〔
5
〕
の
上
告
審
。

〔
1
0
〕
仙
台
地
判
昭
五
四
年
四
月
二
七
日
訟
務
月
報
二
五
巻
八
号
二
一
九
四
頁

　
（
イ
）
二
重
の
売
渡
処
分
。
被
売
渡
人
の
一
方
が
時
効
取
得
し
、
他
方
が
所
有
権
を
喪
失
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
加
害
行

為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
、
遅
く
と
も
登
記
嘱
託
の
時
、
（
ホ
）
除
斥
期
問
の
経
過
に
よ
り
請
求
棄
却
。

〔
1
1
〕
東
京
地
判
昭
五
五
年
五
月
二
六
日
訟
務
月
報
二
六
巻
九
号
一
五
七
一
頁

　
（
イ
V
誤
っ
た
農
地
買
収
処
分
・
売
渡
処
分
と
そ
の
登
記
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
売
渡
処
分
な
い
し
そ
の
登
記
の
時
、
（
ホ
）

除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
請
求
棄
却
。

〔
1
2
〕
大
阪
地
判
昭
五
五
年
五
月
二
八
日
判
例
時
報
九
九
二
号
九
〇
頁

　
（
イ
）
違
法
な
買
収
処
分
と
被
売
渡
人
の
時
効
取
得
に
よ
り
旧
所
有
者
が
所
有
権
を
喪
失
し
た
。
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
一
般
の
消
滅
期
間
を
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倍
加
し
た
二
〇
年
の
期
間
は
か
な
り
長
期
で
、
そ
の
う
え
更
に
中
断
を
認
め
て
期
間
の
伸
長
を
許
す
結
果
に
な
る
こ
と
は
そ
の
趣
旨
に
反
す

る
。
（
二
）
加
害
者
に
と
っ
て
明
ら
か
な
加
害
行
為
の
時
。
二
〇
年
の
期
間
は
被
害
者
側
の
主
観
的
事
情
に
よ
る
浮
動
性
を
排
除
し
て
加
害

者
の
法
的
安
定
を
は
か
る
た
め
に
被
害
者
が
実
際
上
権
利
を
行
使
で
き
な
く
て
も
期
問
の
進
行
を
認
め
る
。
（
ホ
）
除
斥
期
間
経
過
と
し
て

請
求
棄
却
。

〔
1
3
〕
広
島
地
判
昭
五
五
年
七
月
一
五
日
判
例
時
報
九
七
一
号
一
九
頁

　
（
イ
）
誤
っ
た
有
罪
判
決
に
基
づ
く
懲
役
刑
の
執
行
（
加
藤
老
事
件
）
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
再
審
に
よ
る
無
罪
判
決
の

確
定
、
（
ホ
）
有
罪
判
決
に
関
与
し
た
裁
判
官
の
違
法
性
な
し
と
し
て
請
求
棄
却
。

〔
1
4
〕
東
京
地
判
昭
五
六
年
二
月
二
三
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
四
一
号
一
二
五
頁

　
（
イ
）
売
渡
処
分
の
さ
い
に
誤
っ
た
登
記
嘱
託
お
よ
び
そ
の
受
理
に
よ
り
登
記
も
れ
が
あ
り
、
被
売
渡
人
が
所
有
権
を
喪
失
し
た
。
（
ロ
）

国
、
（
ハ
）
被
害
者
側
の
主
観
的
事
情
を
要
件
と
し
な
い
画
一
的
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
関
係
の
速
や
か
な
確
立
を
図
る
。
一

般
の
消
滅
時
効
期
間
を
倍
加
し
た
二
〇
年
は
実
際
上
か
な
り
長
期
で
あ
り
、
こ
の
う
え
さ
ら
に
中
断
を
認
め
て
期
問
の
伸
長
を
許
す
こ
と
は

そ
の
趣
旨
に
反
す
る
。
除
斥
期
間
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
援
用
と
い
う
行
為
を
観
念
す
る
余
地
が
な
く
権
利
濫
用
の
主
張
は
そ

の
前
提
を
欠
き
失
当
で
あ
る
。
（
二
）
加
害
行
為
が
事
実
上
さ
れ
た
時
・
登
記
嘱
託
と
そ
の
受
理
、
（
ホ
）
除
斥
期
問
経
過
と
し
て
請
求
棄
却
。

〔
1
5
〕
長
崎
地
判
昭
五
六
年
一
〇
月
一
日
訟
務
月
報
二
八
巻
一
号
二
三
頁

　
（
イ
）
無
効
な
買
収
処
分
。
被
売
渡
人
の
時
効
取
得
に
よ
る
所
有
権
の
喪
失
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
加
害
行
為
の
時
・
お

そ
く
と
も
被
売
渡
人
へ
の
登
記
の
時
、
（
ホ
）
除
斥
期
間
経
過
に
よ
り
請
求
棄
却
。

〔
1
6
〕
神
戸
地
判
昭
五
六
年
工
月
二
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
六
七
号
一
五
五
頁

　
（
イ
）
未
墾
地
買
収
無
効
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
買
収
処
分
ま
た
は
売
渡
処
分
の
時
、
（
ホ
）
除
斥
期
問
経
過
と
し
て
請

求
棄
却
。
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〔
1
7
〕
東
京
高
判
昭
五
七
年
四
月
二
八
日
訟
務
月
報
二
八
巻
七
号
一
四
一
一
頁

　
（
イ
）
過
誤
に
よ
る
二
重
登
記
に
よ
り
一
方
が
所
有
権
を
喪
失
。
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
損
害
発
生
の
原
因
を
な
す
行
為
の

時
、
（
ホ
）
除
斥
期
間
経
過
に
よ
り
控
訴
・
新
訴
請
求
棄
却
、
（
へ
）
埋
立
地
の
保
存
登
記
、
国
家
賠
償
法
施
行
前
の
行
為
。

〔
1
8
〕
宇
都
宮
地
大
田
原
支
判
昭
五
七
年
二
月
二
七
日
判
例
時
報
一
〇
八
一
号
二
四
頁

　
（
イ
）
土
地
の
贈
与
を
受
け
移
転
登
記
申
請
を
し
て
受
理
さ
れ
登
記
済
証
は
交
付
さ
れ
た
が
、
登
記
官
の
過
誤
に
よ
り
所
有
権
移
転
登
記

は
脱
漏
し
た
、
そ
の
後
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
贈
与
者
が
他
に
売
却
し
登
記
を
済
ま
せ
た
。
（
ロ
）
国
・
贈
与
者
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）

登
記
官
に
よ
る
違
法
行
為
の
時
・
登
記
の
脱
漏
と
い
う
不
作
為
の
時
、
（
ホ
）
国
に
対
す
る
請
求
は
除
斥
期
間
経
過
と
し
て
請
求
棄
却
。

〔
1
9
〕
東
京
地
判
昭
五
八
年
二
月
二
一
日
判
例
時
報
一
〇
九
一
号
一
一
〇
頁

　
（
イ
）
同
一
の
土
地
に
二
重
登
記
が
な
さ
れ
、
無
権
原
者
か
ら
の
買
受
人
が
登
記
官
の
過
失
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
（
ロ
）
国
、

（
ハ
）
法
律
関
係
の
速
や
か
な
確
定
を
図
る
も
の
、
一
般
の
消
滅
時
効
期
間
を
倍
加
し
た
二
〇
年
は
か
な
り
長
期
、
そ
の
う
え
中
断
を
認
め

て
期
問
の
伸
長
を
許
す
こ
と
は
そ
の
趣
旨
に
背
反
す
る
。
（
二
）
加
害
行
為
が
事
実
上
な
さ
れ
た
時
、
（
ホ
）
除
斥
期
問
経
過
と
し
て
請
求
棄

却
。　

な
お
、
そ
の
ほ
か
除
斥
期
間
説
に
立
つ
最
近
の
裁
判
例
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

〔
2
0
〕
京
都
地
判
昭
六
〇
年
三
月
一
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
九
号
一
七
一
頁

　
（
イ
）
砒
素
ミ
ル
ク
中
毒
、
（
ロ
）
森
永
乳
業
・
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
5

砒
素
ミ
ル
ク
飲
用
を
不
明
と
す
る
。

〔
2
1
〕
前
橋
地
判
昭
六
〇
年
一
一
月
一
二
日
判
例
時
報
一
一
七
二
号
一
五
頁

　
（
イ
）
ト
ン
ネ
ル
掘
削
作
業
に
よ
る
じ
ん
肺
罹
患
、
（
ロ
）
建
設
会
社
、
（
ハ
）

販
売
停
止
・
回
収
措
置
の
時
、
（
ホ
）
請
求
棄
却
、
（
へ
）

説
明
な
し
・
除
斥
期
間
は
経
過
し
て
い
な
い
、
（
二
）
継
続
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し
た
一
個
の
不
法
行
為
と
し
て
従
業
の
最
終
期
日
、
（
ホ
）
請
求
認
容
。

〔
2
2
〕
福
島
地
判
平
二
年
二
月
二
八
日
判
例
時
報
二
二
四
四
号
五
三
頁

　
（
イ
）
採
炭
等
の
粉
じ
ん
作
業
に
よ
る
じ
ん
肺
へ
の
罹
患
、
（
ロ
）
炭
硬
会
社
、
（
ハ
）
本
件
最
高
裁
判
決
（
裁
判
所
時
報
登
載
）
に
従
う
。

（
二
）
、
加
害
行
為
の
止
ん
だ
時
（
粉
塵
職
場
を
離
れ
た
日
）
と
最
初
の
行
政
決
定
が
な
さ
れ
た
時
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
方
、
（
ホ
）
安
全
配

慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
、
（
へ
）
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
し
て
消
滅
時
効
の
援
用
を

権
利
濫
用
と
し
た
。

　
以
上
の
裁
判
例
の
う
ち
除
斥
期
問
と
解
す
る
理
由
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
「
権
利
関
係
を
速
や
か
に
確
定
す
る
」
と

い
う
理
由
を
あ
げ
る
も
の
は
、
〔
2
〕
〔
8
〕
〔
1
9
〕
で
あ
る
。
コ
一
〇
年
は
長
期
で
あ
る
」
と
す
る
理
由
を
あ
げ
る
も
の
は
、
〔
8
〕
〔
1
2
〕
〔
1
4
〕

〔
1
9
〕
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
は
「
か
な
り
長
期
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
中
断
を
ゆ
る
さ
な
い
」
根
拠
づ
け
に
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
中
断
の
有
無
が
事
件
の
争
点
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
除
斥
期
間
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
の
解
決
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
、
援
用
不
要
と
す
る
趣
旨
が
特
に
明
瞭
な
〔
9
〕

（
〔
3
〕
〔
5
〕
と
同
一
事
件
）
〔
1
4
〕
で
あ
る
。
特
に
、
「
援
用
不
要
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
権
利
濫
用
」
の
再
抗
弁
の
余
地
を
封
じ
て
い
る
の

は
〔
1
4
〕
で
あ
る
。
し
か
し
〔
拠
〕
は
、
消
滅
時
効
と
解
し
た
と
し
て
も
権
利
濫
用
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
少
な
い
事
件
の
よ
う
に
思

・
つ
。

　
そ
の
他
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
除
斥
期
間
と
解
す
る
か
消
滅
時
効
と
解
す
る
か
が
事
件
の
結
論
を
左
右
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
再
審

無
罪
の
事
例
〔
2
〕
〔
4
〕
〔
1
3
〕
で
は
起
算
点
を
後
に
と
る
（
再
審
に
よ
る
無
罪
判
決
確
定
の
時
）
こ
と
に
よ
っ
て
除
斥
期
間
経
過
に
よ
る
請

求
権
消
滅
と
い
う
構
成
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
除
斥
期
間
経
過
を
理
由
と
し
て
被
害
者
側
の
敗
訴
と
な
っ
て
い
る
T
〕
〔
6
〕
〔
8
〕

〔
1
0
〕
〔
1
1
〕
〔
1
2
〕
〔
1
5
〕
〔
1
6
〕
〔
1
7
〕
〔
1
8
〕
〔
1
9
〕
は
、
む
し
ろ
起
算
点
の
取
り
方
が
事
件
の
結
論
を
左
右
し
て
い
る
。
ま
た
〔
7
〕
〔
2
0
〕
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は
請
求
権
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
い
な
い
事
件
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
件
最
高
裁
判
決
の
除
斥
期
間
説
を
踏
襲
し
た
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る

〔
2
2
〕
は
、
一
方
で
除
斥
期
間
に
つ
い
て
は
時
効
援
用
の
権
利
濫
用
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
消
滅
時
効
の
援
用
を
権
利
濫
用
と
し
て
退
け
る
と
い
う
方
法
で
深
刻
な
被
害
に
対
応
し
て
い
る
。
今
後
の
裁

判
例
の
破
行
的
な
歩
み
を
予
感
さ
せ
る
判
決
で
あ
る
。

　
本
件
最
高
裁
判
決
の
特
異
性
は
、
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
除
斥
期
間
」
概

念
で
も
っ
て
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
の
抗
弁
を
封
じ
こ
め
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
例
は
本
件
最
高
裁
判
決
の
ほ
か
に
は
み

あ
た
ら
な
い
。
し
か
も
被
侵
害
利
益
が
身
体
・
健
康
と
い
う
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
も
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

　
以
上
、
除
斥
期
間
説
に
立
つ
と
さ
れ
る
裁
判
例
の
検
討
の
結
果
と
し
て
言
い
う
る
こ
と
は
、
七
二
四
条
後
段
を
敢
え
て
除
斥
期
間
と
解
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
裁
判
例
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
も
除
斥
期
間
説
は
裁
判
例
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ

れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
で
は
、
学
説
の
な
か
で
そ
の
よ
う
な
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
学
説
が
七
二
四
条
後
段
を
除
斥
期
問
と
解
す
る
論
拠
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

わ
け
で
は
な
い
。

　
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
①
二
重
の
期
間
制
限
の
長
期
は
除
斥
期
間
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
コ
ぢ
の
権
利
期
問
の
規
定
に
お

け
る
長
い
方
の
期
間
は
、
権
利
の
不
安
定
状
態
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
も
は
や
「
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

断
」
に
よ
っ
て
延
長
さ
れ
得
な
い
絶
対
的
の
期
問
と
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
」
。
ま
た
、
②
長
期
時
効
期
問
の
中
断
と
い
う
こ
と
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
短
期
の
時
効
を
中
断
し
て
い
け
ば
権
利
保
護
の
可
能
性
は
無
限
に
延
長
し
て
い
く
の
で
、
長
期

時
効
期
間
の
存
在
意
義
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
長
期
の
時
効
期
問
は
権
利
の
行
使
に
よ
っ
て
短
期
時
効
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ

れ
自
体
と
し
て
は
中
断
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
中
断
の
認
め
ら
れ
な
い
時
効
期
間
と
い
う
の
は
、
形
成
権
の
「
時
効
」
の
場
合
と
同

　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ロ

様
に
無
意
味
で
あ
る
。
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そ
の
他
、
除
斥
期
問
説
の
漢
然
と
し
た
理
由
に
は
、
先
の
①
の
論
拠
と
関
連
し
て
、
③
二
〇
年
の
期
間
は
感
覚
的
に
長
す
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お

て
い
る
こ
と
、
④
長
短
二
重
の
期
間
が
あ
る
場
合
を
統
一
的
に
説
明
し
た
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
（
三
）
時
効
説
の
論
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

　
こ
れ
に
対
し
、
時
効
説
の
側
か
ら
は
次
の
よ
う
な
論
拠
が
示
さ
れ
て
き
た
。
①
立
法
者
の
意
思
な
い
し
立
法
の
沿
革
に
自
然
で
あ
り
、
法

文
の
解
釈
に
調
和
す
る
。
「
亦
同
シ
」
と
あ
る
の
は
、
前
段
の
「
時
効
二
因
リ
テ
消
滅
ス
」
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
。
「
亦
同
シ
」
を
前
段
の
「
消

滅
ス
」
の
み
に
か
け
る
読
み
方
は
不
自
然
で
あ
る
。
②
後
段
は
、
前
段
の
短
期
時
効
の
難
点
（
被
害
者
の
主
観
に
か
か
る
起
算
点
の
浮
動
性
と

確
定
の
困
難
）
に
一
般
時
効
の
方
法
に
よ
り
対
処
し
た
も
の
で
あ
る
。
③
一
般
の
債
権
と
比
べ
て
二
〇
年
の
期
問
が
長
期
で
あ
る
こ
と
は
、
除

斥
期
間
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
賠
償
義
務
者
が
誰
か
は
か
な
り
の
年
月
を
経
て
も
判
明
し
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
し
、
損
害
発
生
後

そ
の
原
因
解
明
に
長
い
年
月
を
要
す
る
事
例
が
増
え
て
き
て
い
る
。
④
二
〇
年
の
期
間
を
時
効
と
す
る
場
合
の
中
断
に
つ
い
て
、
中
断
事
由
に

ょ
り
一
般
に
被
害
者
は
損
害
お
よ
び
加
害
者
を
知
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
実
際
上
は
そ
れ
以
降
は
三
年
の
時
効
が
問
題
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑤
請
求
権
と
い
う
性
質
を
考
慮
す
る
と
、
援
用
を
ま
っ
て
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
⑥
公
平
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

援
用
権
の
濫
用
を
認
め
や
す
い
方
が
よ
い
。

　
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
時
効
説
が
立
つ
も
の
が
な
お
少
な
く
な
い
。
本
件
控
訴
審
判
決
の
ほ
か
比
較
的
最
近
の
も
の
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。
（
イ
）
事
案
の
特
徴
、
（
ロ
）
被
告
、
（
ハ
）
期
間
の
性
質
（
時
効
）
の
理
由
づ
け
、
（
二
）
起
算
点
、
（
ホ
）
請
求
の
認
否
、
（
へ
）
備

考
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。

　
〔
2
3
〕
東
京
地
判
昭
五
四
年
二
月
一
六
日
判
例
時
報
九
一
五
号
二
三
頁
（
農
地
買
収
無
効
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
）

　
　
（
イ
）
無
効
な
農
地
買
収
に
よ
り
被
売
渡
人
か
ら
の
転
得
者
が
損
害
を
被
っ
た
。
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
買
収
処
分
・
売
渡

　
処
分
の
時
、
（
ホ
）
請
求
認
容
、
（
へ
）
国
の
時
効
援
用
は
権
利
濫
用
。

　
〔
2
4
〕
東
京
地
判
昭
五
六
年
九
月
二
八
日
判
例
時
報
一
〇
一
七
号
三
四
頁
（
日
本
化
工
ク
ロ
ム
労
災
事
件
）
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（
イ
）
ク
ロ
ム
被
爆
に
よ
る
職
業
ガ
ン
、
（
ロ
）
化
工
会
社
、
（
ハ
）
「
亦
同
シ
」
の
文
言
・
立
法
の
経
緯
・
強
い
て
除
斥
期
問
と
解
す
べ
き

理
由
は
な
い
、
（
二
）
長
い
潜
伏
期
問
を
経
て
結
果
が
発
生
・
被
害
者
が
通
常
予
測
し
え
な
い
損
害
に
つ
い
て
は
顕
在
化
し
た
時
、
結
果
発

生
の
時
か
ら
時
効
期
間
は
進
行
、
（
ホ
）
請
求
認
容
。

〔
2
5
〕
福
島
地
い
わ
き
支
判
昭
五
八
年
一
月
二
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
〇
六
号
】
四
二
頁

　
（
イ
）
旧
軍
隊
内
で
の
上
官
か
ら
の
リ
ン
チ
、
（
ロ
）
上
官
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
リ
ン
チ
の
時
、
（
ホ
）
請
求
認
容
、
（
へ
）
時
効
の

援
用
は
信
義
則
違
反
（
時
効
完
成
後
の
債
務
の
承
認
）
。
本
件
上
告
審
（
最
判
平
成
二
年
三
月
六
日
）
は
除
斥
期
間
説
を
と
る
（
半
田
「
判
批
」

一
四
八
頁
）
。

〔
2
6
〕
宮
崎
地
延
岡
支
判
昭
五
八
年
三
月
壬
二
日
判
例
時
報
一
〇
七
二
号
一
八
頁

　
（
イ
）
松
尾
砒
素
鉱
毒
事
件
、
（
ロ
）
鉱
業
会
社
、
（
ハ
）
説
明
な
し
、
（
二
）
不
法
行
為
の
要
件
の
充
足
の
時
・
損
害
発
生
時
、
全
損
害
に

つ
き
一
律
に
、
（
ホ
）
請
求
認
容
、
（
へ
）
被
告
側
も
時
効
説
。

〔
2
7
〕
名
古
屋
地
判
昭
六
〇
年
一
〇
月
三
一
日
判
例
時
報
一
一
七
五
号
三
頁
（
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
東
海
地
方
訴
訟
）

　
（
イ
）
種
痘
接
種
な
ど
に
よ
る
死
亡
・
後
遺
障
害
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
前
段
を
受
け
た
文
言
上
当
然
。
何
ら
の
援
用
を
要
し
な
い
除
斥
期

問
と
い
う
が
ご
と
き
概
念
は
明
文
に
反
す
る
。
（
二
）
発
症
の
時
、
（
ホ
）
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
。
（
へ
）
時
効
援
用
権
の
濫
用
。

〔
2
8
〕
札
幌
地
判
昭
六
一
年
三
月
一
九
日
判
例
時
報
一
一
九
七
号
一
頁
（
栗
山
ク
ロ
ム
禍
訴
訟
）

　
（
イ
）
ク
ロ
ム
被
爆
、
（
ロ
）
会
社
・
国
、
（
ハ
）
加
害
原
因
行
為
時
か
ら
二
〇
年
を
経
過
し
た
後
に
被
害
が
発
生
す
る
不
法
行
為
に
つ
き

一
律
に
加
害
者
を
免
責
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
免
責
の
意
義
を
も
含
む
除
斥
期
間
制
度
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
よ

り
明
確
な
法
文
上
の
根
拠
が
必
要
、
民
法
七
二
四
条
の
文
理
か
ら
た
や
す
く
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
二
）
い
ず
れ

の
障
害
も
進
行
拡
大
が
止
ま
り
、
固
定
化
し
た
時
点
か
ら
全
認
定
障
害
に
つ
き
一
律
に
、
（
ホ
）
国
の
責
任
の
み
否
定
。

〔
2
9
〕
大
阪
地
判
昭
六
二
年
九
月
三
〇
日
判
例
時
報
一
二
五
五
号
四
五
頁
（
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
大
阪
訴
訟
）
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判例研究

　
（
イ
）
種
痘
等
の
予
防
接
種
に
よ
る
死
亡
・
後
遺
障
害
、
（
ロ
）
国
、
（
ハ
）
「
同
条
項
の
定
め
る
二
〇
年
間
と
い
う
の
は
法
律
関
係
の
速
や

か
な
確
定
を
図
る
期
間
と
し
て
は
長
す
ぎ
、
同
条
前
段
と
同
様
、
被
害
者
保
護
の
見
地
か
ら
、
起
算
点
を
被
害
者
の
主
観
に
か
か
わ
り
な
く

規
定
す
る
代
り
に
長
期
時
効
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
当
事
者
の
何
ら
の
援
用
を
要
し
な
い
除
斥
期
間
と
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
。
（
二
）
各
予
防
接
種
の
日
、
（
ホ
）
国
家
賠
償
責
任
否
定
、
憲
法
二
九
条
三
項
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
を
認
め
た
。
（
へ
）
損

失
補
償
請
求
権
へ
の
七
二
四
条
の
類
推
適
用
。
消
滅
時
効
の
援
用
は
権
利
濫
用
。

　
時
効
説
を
と
る
裁
判
例
に
は
、
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
が
目
に
つ
く
（
〔
2
3
〕
〔
2
5
〕
〔
2
7
〕
〔
2
9
〕
）
。
ま
た
、
起

算
点
を
損
害
発
生
時
に
求
め
る
も
の
も
少
な
く
な
い
（
〔
2
4
〕
〔
2
6
〕
〔
2
7
〕
〔
2
8
〕
）
。
特
に
、
ク
ロ
ム
禍
訴
訟
・
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
訴
訟
の

よ
う
に
か
な
り
長
期
間
経
過
後
の
提
訴
で
あ
っ
て
も
あ
ま
り
に
も
被
害
の
深
刻
な
事
件
で
あ
る
こ
と
が
、
「
期
問
経
過
に
よ
る
請
求
権
の
切
断
」

と
い
う
構
成
を
と
る
こ
と
を
裁
判
所
に
回
避
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
四
）
除
斥
期
間
説
へ
の
批
判

　
わ
れ
わ
れ
は
法
律
を
解
釈
す
る
際
、
立
法
者
意
思
や
法
律
の
文
言
に
必
ず
し
も
拘
束
さ
れ
な
い
。
百
年
近
く
も
昔
の
立
法
者
の
意
思
に
盲
目

的
に
従
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
法
文
化
は
過
去
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
立
法
者
と
の
対
話
（
議
論
）
、
過
去
と
の
対
話
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
立
法
者
意
思
か
ら
離
れ
た
解
釈
を
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
こ

め
の
十
分
な
理
由
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
民
法
の
起
草
者
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
し
て
、
特
に
権
利
の
速
や
か
な
行
使
が
求
め
ら
れ
る
除
斥
期
問
と
は
し
て

い
な
い
。
七
二
四
条
の
場
合
に
敢
え
て
立
法
者
意
思
か
ら
離
れ
る
に
値
す
る
十
分
な
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
「
中
断
や
援
用
、
つ

ま
り
当
事
者
の
意
思
や
行
動
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
種
々
の
理
由
か
ら
権
利
の
一
定
期
問
内
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
趣
旨
の

　
パ
ぞ

規
定
」
で
あ
る
こ
と
の
説
得
力
の
あ
る
説
明
は
裁
判
例
の
な
か
で
も
学
説
の
な
か
で
も
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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民法724条後段の20年の期間制限と権利濫用

　
ま
ず
、
期
間
が
長
期
で
あ
る
こ
と
は
除
斥
期
間
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
。
短
期
の
期
問
の
進
行
の
開
始
は
被
害
者
側
の
主
観

的
事
情
に
か
か
ら
し
め
、
こ
の
結
果
生
じ
る
加
害
者
の
法
的
地
位
の
浮
動
的
な
状
態
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
に
長
期
の
期
問
の
進
行
の
開
始
は

客
観
的
な
基
準
に
か
か
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ
と
し
て
も
、
一
歩
進
ん
で
、
長
期
の
期
間
は
除
斥
期
間
で
あ
る
と
い
う

説
明
に
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
ド
イ
ッ
民
法
の
場
合
、
二
重
の
期
間
制
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求

権
の
期
間
制
限
は
長
短
と
も
に
時
効
で
あ
り
（
ド
イ
ツ
民
法
八
五
二
条
）
、
詐
欺
・
強
迫
の
場
合
の
取
消
期
間
の
場
合
は
と
も
に
除
斥
期
間
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぞ

あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
二
四
条
）
。
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
長
短
二
重
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
長
短
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ズ
　

時
効
と
解
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

　
ま
た
、
形
成
権
の
場
合
と
請
求
権
の
場
合
と
を
統
一
的
に
説
明
す
る
必
要
性
は
な
い
。
む
し
ろ
取
消
権
の
よ
う
な
形
成
権
に
つ
い
て
の
議
論

を
請
求
権
の
場
合
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
な
お
短
期
時
効
の
連
続
中
断
に
よ
る
権
利
保
護
の
無
限
の
延
長
に
つ
い
て
い
え
ば
、
短
期
時
効
の
中
断
に
よ
る
延
長
を
制
限
す
べ
き
必
然
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

な
い
し
必
要
性
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
最
後
に
、
本
件
最
高
裁
判
決
の
よ
う
な
、
「
除
斥
期
問
」
だ
か
ら
「
援
用
を
要
し
な
い
」
、
し
た
が
っ
て
「
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
の
前
提

を
欠
く
」
と
い
う
逆
立
ち
し
た
単
純
な
論
理
が
ま
か
り
通
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
除
斥
期
間
」
概
念
そ
の
も
の
の
存
在
理
由
が
間
わ
れ
か
ね
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
〔
三
〕
消
滅
時
効
制
度
と
信
義
則
・
権
利
濫
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
む

　
消
滅
時
効
の
援
用
に
信
義
則
の
適
用
が
あ
る
こ
と
は
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
民
法
七
二
四
条
後
段
の
適
用
に
つ
き
信

義
則
違
反
・
権
利
濫
用
が
問
題
に
な
っ
た
最
近
の
裁
判
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
各
判
決
の
当
該
部
分
に
つ
い
て
の
判

旨
を
示
す
。

　
〔
2
3
〕
東
京
地
判
昭
五
四
年
二
月
一
六
日
判
例
時
報
九
一
五
号
二
三
頁
（
農
地
買
収
無
効
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
）
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判例研究

　
買
収
処
分
・
売
渡
処
分
の
時
か
ら
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
行
使
ま
で
二
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
事
情
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
本
件
買
収

処
分
の
有
効
性
を
争
う
別
件
無
効
確
認
訴
訟
の
提
訴
が
買
収
処
分
か
ら
一
〇
年
以
上
も
経
過
し
て
お
り
、
第
二
審
訴
訟
の
係
属
中
に
時
効
期
間

が
経
過
し
た
。
「
右
別
件
訴
訟
で
い
わ
ば
協
力
関
係
に
あ
る
本
件
被
告
に
対
し
時
効
中
断
の
た
め
に
訴
を
提
起
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
す

る
こ
と
は
、
原
告
に
対
し
ほ
と
ん
ど
不
可
能
を
強
い
る
も
の
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「
原
因
を
同
じ
く
す
る
別
件
明
渡
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
昭
和

五
〇
年
六
月
二
四
日
和
解
成
立
ま
で
本
件
被
告
は
本
件
原
告
の
補
助
参
加
人
と
な
っ
て
右
別
件
訴
訟
に
関
与
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
和

解
後
遅
滞
な
く
同
年
九
月
一
二
日
原
告
が
提
訴
に
及
ん
だ
本
件
訴
訟
に
つ
い
て
、
原
被
告
の
攻
撃
防
禦
に
必
要
な
証
拠
が
散
逸
し
て
い
る
お
そ

れ
も
な
い
」
。

　
二
〇
年
の
「
時
効
の
本
旨
は
結
局
に
お
い
て
、
自
己
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
争
訟
の
対
象
と
さ
れ
な
い
ま
ま
長
期
間
に
わ
た
っ
て
放
置
さ
れ

て
き
た
行
為
者
を
、
そ
の
不
安
定
な
立
場
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
」
る
。
被
告
は
、
本
件
原
告
と
と
も
に
共
同
被
告
と
し
て
応

訴
す
る
な
ど
訴
訟
追
行
を
継
続
し
て
き
た
関
係
に
あ
っ
て
、
被
告
は
、
右
時
効
制
度
の
本
旨
に
お
い
て
真
に
救
済
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
予
定
す

る
者
と
は
立
場
を
同
じ
く
す
る
者
で
は
な
い
。
前
示
の
諸
事
情
を
考
慮
し
、
さ
ら
に
、
原
告
に
右
権
利
の
行
使
を
許
さ
な
い
こ
と
が
社
会
秩
序

安
定
の
た
め
至
当
と
考
え
る
べ
き
事
情
も
他
に
見
当
ら
な
い
。
「
事
案
の
性
質
上
本
来
別
件
無
効
確
認
等
訴
訟
に
お
け
る
敗
訴
の
責
任
を
究
極

的
に
負
担
す
べ
き
本
件
被
告
に
お
い
て
、
右
訴
訟
中
の
消
滅
時
効
期
間
の
経
過
を
理
由
と
し
て
原
告
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
責
を
免
れ
る
こ
と

は
著
し
く
公
平
を
欠
く
」
、
と
し
て
国
の
消
滅
時
効
の
援
用
を
権
利
濫
用
と
し
た
。

　
〔
2
5
〕
福
島
地
い
わ
き
支
判
昭
五
八
年
一
月
二
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
〇
六
号
一
四
二
頁
（
旧
軍
隊
内
で
の
暴
行
に
よ
る
損
害
賠
償
訴
訟
）

　
「
被
告
は
、
本
件
不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
の
消
滅
時
効
完
成
後
に
本
件
不
法
行
為
事
実
を
自
認
し
、
そ
の
債
務
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
時
効
完
成
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
信
義
則
に
照
ら
し
」
時
効
の
援
用
は

許
さ
れ
な
い
。
な
お
、
七
二
四
条
後
段
を
除
斥
期
間
と
解
し
た
と
し
て
も
右
の
結
論
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
。

　
〔
2
7
〕
名
古
屋
地
判
昭
六
〇
年
一
〇
月
三
一
日
判
例
時
報
一
一
七
五
号
三
頁
（
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
東
海
地
方
訴
訟
）
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民法724条後段の20年の期間制限と権利濫用

　
三
年
の
時
効
援
用
は
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
、
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
予
防
接
種
事
故
の
場
合
に
は
、
伝
染
病
予
防
と
い

う
公
共
の
福
祉
の
た
め
と
し
て
、
一
定
の
割
合
で
い
わ
ば
犠
牲
者
が
発
生
す
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
敢
え
て
全
国
一
律
に
強
制
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
被
害
者
側
に
過
失
そ
の
他
の
帰
責
事
由
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
一
旦
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
そ
の
損
害
は
単
に
当
該
被

害
児
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
介
護
に
追
わ
れ
る
両
親
に
多
大
の
経
済
的
・
肉
体
的
負
担
を
負
わ
せ
て
家
庭
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
が
稀

で
は
な
い
こ
と
、
他
方
そ
の
余
の
国
民
が
そ
の
予
防
接
種
に
よ
っ
て
伝
染
病
の
ま
ん
延
を
免
れ
、
健
康
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
、
被
害
児
ら
の

痛
ま
し
い
犠
牲
の
上
に
そ
の
後
の
ワ
ク
チ
ン
が
改
良
さ
れ
そ
の
後
の
国
民
が
更
に
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
等
が
特
に
強
調
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
「
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
あ
っ
て
は
、
被
害
者
の
救
済
は
全
国
民
す
な
わ
ち
被
告
国
の
責
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
時

間
が
経
過
し
た
と
の
一
事
を
も
っ
て
被
告
が
そ
の
義
務
を
免
れ
る
と
す
る
の
は
著
し
く
正
義
に
反
し
、
到
底
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
。

　
消
滅
時
効
の
本
質
に
つ
い
て
種
々
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
件
の
場
合
に
お
い
て
、
「
被
害
者
を
権
利
の
上
に
眠
る
者
と
評
価
す
る
こ
と
、

或
い
は
現
状
を
固
定
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
封
ず
る
こ
と
の
不
当
性
は
明
ら
か
で
あ
り
、
結
局
被
告
の
消
滅
時
効
の
援
用
は
援
用
権
の
濫
用
と

し
て
許
さ
れ
な
い
」
。

　
七
二
四
条
後
段
に
つ
い
て
除
斥
期
問
説
は
採
用
し
な
い
、
被
告
に
よ
る
後
段
の
引
用
を
時
効
援
用
の
趣
旨
と
し
て
み
て
も
、
そ
の
援
用
は
三

年
時
効
に
つ
き
述
べ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
「
も
っ
と
も
、
消
滅
時
効
と
い
い
、
除
斥
期
間
と
い
っ
て
も
、
そ
の
機
能
は
要
す
る

に
あ
る
事
実
が
発
生
し
て
か
ら
一
定
の
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
者
の
請
求
を
封
ず
る
こ
と
に
あ
り
、
債

務
者
が
時
効
を
援
用
し
、
又
は
除
斥
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
い
ず
れ
も
講
学
上
の
抗
弁
に
他
な
ら
な
い
。
当
裁
判
所
は
右
の

抗
弁
の
主
張
自
体
を
権
利
の
濫
用
と
解
し
、
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
概
念
上
除
斥
期
間
と
し
た
か
ら
と
い
っ
て
結
論
に

差
が
生
じ
得
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
。

　
〔
2
9
〕
大
阪
地
判
昭
六
二
年
九
月
三
〇
日
判
例
時
報
一
二
五
五
号
四
五
頁
（
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
大
阪
訴
訟
）

　
三
年
の
短
期
時
効
の
援
用
を
権
利
濫
用
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
被
害
児
ら
の
犠
牲
に
な
る
損
失
を
補
償
す
る
た
め
に
最
善
の
措
置
を
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と
る
こ
と
は
、
憲
法
の
各
条
規
の
も
と
に
国
民
の
負
託
を
受
け
て
行
政
を
行
う
被
告
の
責
務
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
損
失
補
償
請
求
権

の
主
張
が
遅
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
原
告
ら
が
本
訴
で
損
失
補
償
請
求
を
す
る
ま
で
、
右
請
求
権
の
主
張
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

右
請
求
権
の
問
題
性
（
U
従
来
の
学
説
・
裁
判
例
に
お
い
て
疑
い
の
余
地
の
な
い
も
の
と
し
て
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
）

に
加
え
て
、
被
告
の
右
行
政
に
お
け
る
姿
勢
が
重
要
な
原
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
原
告
ら
は
、
被
告
の
行
政
姿
勢
に
よ
り
、

被
告
が
提
供
す
る
救
済
以
外
の
救
済
手
段
を
思
い
及
ば
ず
、
右
請
求
権
の
存
在
の
認
識
及
び
そ
の
行
使
を
困
難
に
さ
せ
ら
れ
た
事
情
に
あ
っ
た

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
事
情
を
考
え
併
せ
る
と
、
前
記
救
済
の
責
務
を
有
す
る
被
告
が
単
に
一
定
の
時
の
経
過
を
も
っ
て
、
こ
の

義
務
を
免
れ
る
と
す
る
の
は
著
し
く
正
義
公
平
の
理
念
に
背
馳
す
る
」
。

　
後
段
の
除
斥
期
間
説
を
次
の
よ
う
に
退
け
た
の
ち
、
三
年
時
効
の
援
用
と
同
様
に
そ
の
援
用
を
権
利
濫
用
と
す
る
。

　
七
二
四
条
前
段
の
短
期
時
効
が
被
害
者
の
認
識
（
主
観
的
事
情
）
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
画
一
的
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

法
律
関
係
の
速
や
か
な
確
定
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
等
を
根
拠
と
し
て
同
条
後
段
を
除
斥
期
問
と
す
る
被
告
の
主
張
に
対
し
、
「
同
条
項
の
定

め
る
二
〇
年
と
い
う
の
は
法
律
関
係
の
速
や
か
な
確
定
を
図
る
期
間
と
し
て
は
長
す
ぎ
、
同
条
前
段
と
同
様
、
被
害
者
保
護
の
見
地
か
ら
、
起

算
点
を
被
害
者
の
主
観
に
か
か
わ
り
な
く
規
定
す
る
代
り
に
長
期
時
効
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
当
事
者
の
何
ら
の
援
用

を
要
し
な
い
除
斥
期
問
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

　
〔
22
〕
福
島
地
い
わ
き
支
判
平
二
年
二
月
二
八
日
判
例
時
報
一
三
四
四
号
五
三
頁
（
福
島
じ
ん
肺
訴
訟
）

　
本
件
最
高
裁
判
決
を
踏
襲
し
七
二
四
条
後
段
を
除
斥
期
間
と
し
て
濫
用
論
の
余
地
の
な
い
も
の
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
前
段
の
短
期
時

効
の
援
用
の
権
利
濫
用
と
い
う
構
成
を
も
回
避
し
た
。
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
債
務
不
履
行
構
成
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
お

救
済
さ
れ
る
余
地
が
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
」
。
「
そ
う
で
あ
れ
ば
、
安
易
に
権
利
濫
用
と
い
う
一
般
条
項
を
持
ち
出
す
の
で
は
な
く
」
債
務
不

履
行
構
成
に
よ
る
請
求
権
の
行
使
の
余
地
を
探
る
べ
き
で
あ
る
。
「
敢
え
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
の
消
滅
時
効
の

援
用
が
権
利
の
濫
用
で
あ
る
か
否
か
を
論
ず
る
必
要
は
な
い
」
。
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し
か
し
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
時
効
の
援
用
に
つ
い
て
は
丹
念
な
理
由
づ
け
を
し
て
権
利
の
濫
用
に

あ
た
る
と
し
た
。
「
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
正
義
に
反
し
、
か
え
っ
て
時
効
制
度
の
認
め
ら
れ
た
趣
旨
に
反
す
る
結
果
と
な
る
」
場

合
に
、
そ
の
援
用
が
絶
対
無
制
限
に
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
「
そ
も
そ
も
、
時
の
経
過
の
み
に
結
果
発
生
を
委

ね
る
こ
と
を
せ
ず
、
債
務
者
に
お
い
て
援
用
す
る
か
否
か
の
選
択
を
す
る
余
地
を
残
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
よ
り
妥
当
な
結
果
を
得
た
い
と
す
る

法
思
想
が
窺
わ
れ
る
」
。
消
滅
時
効
制
度
の
「
主
た
る
目
的
は
立
証
上
の
困
難
の
故
に
債
務
者
が
二
重
弁
済
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
を
回
避
す

る
こ
と
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
、
ま
た
、
時
効
に
よ
っ
て
真
実
の
権
利
者
が
そ
の
権
利
を
喪
失
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
権

利
の
上
に
眠
る
者
は
保
護
し
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
」
。

　
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
じ
ん
肺
罹
患
に
よ
る
被
害
は
極
め
て
深
刻
で
あ
り
、
そ
の
被
害
は
被
告
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
そ
の
義
務
違
反
の
主
観
的
態
様
が
悪
質
で
あ
る
こ
と
、
被
告
の
じ
ん
肺
教
育
の
杜
撰
さ
が
原
告
ら
の
被
害
の

認
識
を
妨
げ
、
権
利
行
使
を
阻
害
し
た
面
が
あ
る
こ
と
、
被
告
の
現
在
の
盛
業
の
背
景
に
は
原
告
ら
の
じ
ん
肺
罹
患
と
い
う
犠
牲
が
存
在
す
る

こ
と
を
考
え
る
と
被
告
に
は
救
済
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
る
に
、
被
告
が
義
務
違
反
に
基
づ
く
賠
償
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
本
件
が
、
時
問
の
経
過

に
よ
り
証
拠
が
散
逸
し
た
た
め
被
告
に
お
い
て
弁
済
の
事
実
を
立
証
し
え
な
い
と
い
う
場
合
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
疑
間
の
余
地
が
な
い
」
。

「
被
告
が
、
単
に
時
効
期
間
が
経
過
し
た
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
原
告
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
拒
否
す
る
こ
と
は
著
し
く
正
義
に
反
す

る
」
。

　
な
お
、
被
告
の
義
務
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
の
立
証
は
、
単
な
る
弁
済
の
事
実
の
立
証
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
複
雑
・
困
難
な
も
の
で

あ
り
、
一
般
に
時
の
経
過
が
被
告
の
防
禦
を
困
難
に
す
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
主
張
・
立
証
責
任
は
原
告
側

に
あ
る
か
ら
こ
の
困
難
は
原
告
側
が
よ
り
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
困
難
も
被
告
に
時
効
の
援
用
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決
め
手
と
は

な
ら
な
い
。
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他
方
、
原
告
ら
の
提
訴
が
遅
れ
た
事
情
を
み
る
と
、
「
そ
の
最
大
の
理
由
は
本
件
訴
訟
が
事
実
認
定
上
も
法
律
構
成
上
も
相
当
に
困
難
な
も

の
の
部
類
に
属
す
る
こ
と
に
あ
る
…
…
要
す
る
に
、
本
件
提
訴
に
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
「
機
が
熟
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
く
」
、

い
ず
れ
に
し
て
も
原
告
ら
を
権
利
の
上
に
眠
っ
て
い
る
者
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
被
告
の
応
訴
が
著
し
く
困
難
に
な
る

の
を
狙
っ
て
敢
え
て
提
訴
を
遅
ら
せ
た
と
い
う
事
情
も
な
い
。

　
以
上
の
裁
判
例
の
う
ち
本
件
最
高
裁
判
旨
と
の
関
係
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
〔
2
5
〕
〔
2
7
〕
の
各
判
決
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
傍
論

で
は
あ
る
が
、
除
斥
期
間
と
解
し
た
場
合
で
も
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
が
間
題
に
な
り
う
る
点
で
は
消
滅
時
効
の
場
合
と
何
ら
変
わ
り
は
な

い
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
は
二
〇
年
の
期
問
経
過
が
援
用
を
要
す
る
も
の
で
あ
れ
要
し
な
い
も
の
で
あ
れ
、
信
義

則
の
下
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
に
し
て
い
る
。
〔
2
3
〕
お
よ
び
〔
22
〕
は
、
期
間
経
過
に
も
か
か
わ
ら
ず
証
拠
は
敵
逸
し

て
お
ら
ず
、
被
告
の
防
禦
が
困
難
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
、
幼
い
生
命
が
失
わ
れ
る
と
い
う
深
刻
な
被
害
に
対
し
て
、

時
間
の
経
過
に
よ
り
防
禦
に
必
要
な
証
拠
が
敵
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
単
な
る
時
間
の
経
過
」
を
理
由

に
し
て
国
が
そ
の
責
任
を
回
避
し
う
る
と
い
う
法
律
構
成
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
と
れ
な
い
。
〔
2
7
〕
〔
2
9
〕
は
、
時
効
の
援
用
が
信
義
則
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

反
・
権
利
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
典
型
例
で
あ
る
こ
と
に
議
論
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
特
に
本
件
最
高
裁
判
決
後
の
裁
判
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
〔
2
2
〕
は
今
後
の
裁
判
例
の
破
行
的
な
歩
み
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
単
な

る
時
間
の
経
過
を
理
由
に
し
て
極
め
て
深
刻
な
被
害
の
救
済
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
除
斥
期
問
説
を
鮮
明
に
し
た
最
山
ロ
同
裁

判
決
の
壁
を
前
に
し
て
、
下
級
審
と
し
て
は
ま
ず
は
迂
回
的
な
構
成
を
と
る
以
外
に
は
な
い
。
し
か
し
〔
2
2
〕
は
少
な
く
と
も
時
効
援
用
の
権

利
濫
用
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
高
く
評
価
し
う
る
し
、
そ
の
理
由
づ
け
は
そ
の
ま
ま
除
斥
期
問
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
意
味
で
「
画
期
的
」
判
決
で
あ
る
。
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〔
四
〕
除
斥
期
間
と
信
義
則

　
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
七
二
四
条
後
段
を
除
斥
期
間
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
違
反
の
主
張

を
封
じ
た
。
こ
れ
は
除
斥
期
問
説
か
ら
の
論
理
的
帰
結
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
従
来
、
除
斥
期
問
説
は
信
義
則
適
用
問
題
を
ほ

と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と
な
く
成
立
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
信
義
則
不
適
用
を
は
っ
き
り
と
主
張
し
て
い
る
学
説
は
な
い
。
ま

た
、
下
級
審
で
は
、
権
利
濫
用
の
主
張
は
そ
の
前
提
を
欠
く
と
す
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
（
前
掲
〔
14
〕
）
、
除
斥
期
間
と
解
し
た
場
合
で
も

同
様
に
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
が
問
題
に
な
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
裁
判
例
も
少
な
く
な
い
（
前
掲
〔
2
5
〕
〔
2
7
〕
）
。
し
た
が
っ
て
最
高

裁
は
も
っ
と
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
最
高
裁
判
決
は
比
較
法
的
に
み
て
も
ち
ょ
っ
と
奇
妙
な
感
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

を
受
け
る
。
こ
こ
で
は
、
国
側
の
上
告
理
由
の
な
か
で
も
し
ば
し
ば
狙
上
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ッ
法
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
時
効
に
関
す
る
諸
規
定
が
除
斥
期
間
に
準
用
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
判
例
の
変
遷
を
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
す
る
。
か
っ
て
、

ド
イ
ッ
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁
判
例
も
、
約
定
除
斥
期
間
に
関
す
る
裁
判
例
を
中
心
と
す
る
い
く
つ
か
の
裁
判
例
を

　
　
（
3
0
）

除
い
て
、
除
斥
期
間
と
時
効
期
問
と
を
峻
別
し
、
時
効
に
関
す
る
規
定
の
除
斥
期
間
へ
の
準
用
を
否
定
し
て
い
た
。
ω
O
国
N
ω
ω
る
8
為
総
貝

d
拝
～
認
。
○
尊
9
震
ご
8
は
融
資
契
約
の
な
か
の
二
か
月
の
除
斥
期
間
へ
の
時
効
期
間
の
停
止
に
関
す
る
規
定
（
ω
O
ゆ
紹
8
）
の
準
用
を

否
定
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
目
的
と
効
果
に
お
い
て
全
く
異
な
っ
た
概
念
で
あ
る
か
ら
、
時
効
に
関
す
る
諸
規
定
は
除
斥
期
間
に

適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
最
高
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
と
一
致
し
て
い
る
」
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
、
ω
O
国
N

ホ
る
ω
μ
認
刈
”
d
拝
く
●
o
。
●
男
Φ
げ
歪
賃
這
留
を
境
に
し
て
裁
判
例
の
見
解
に
は
明
瞭
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
保
険
契
約
法
二
一
条
三

項
の
訴
訟
提
起
期
間
（
遷
甜
①
段
ε
の
徒
過
に
関
し
て
、
被
保
険
者
に
解
怠
に
つ
い
て
帰
責
性
が
な
い
場
合
、
保
険
者
は
訴
訟
提
起
期
間
の

徒
過
を
主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
し
た
が
っ
て
で
き
な
い
と
し
た
判
決
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
法
定
除
斥
期
問
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
「
法
定
除
斥
期
間
の
概
念
で
も
っ
て
は
今
や
ま
だ
何
も
得
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
時
効
の
諸
規
定
の
場
合
と
異
な
り
、
法
定
除
斥
期

問
に
関
し
て
は
一
般
的
に
あ
て
は
ま
る
諸
規
定
は
な
い
。
期
問
経
過
後
に
消
滅
す
る
権
利
の
種
類
・
内
容
ご
と
に
適
切
な
規
範
は
異
な
る
。
除
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斥
期
間
で
も
っ
て
ど
の
よ
う
な
目
的
が
追
求
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
際
ど
の
よ
う
な
利
益
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
少
な
く
と
も
考
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

さ
れ
う
る
か
は
こ
れ
に
従
う
。
期
間
内
に
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
権
利
が
有
責
な
期
間
の
慨
怠
の
と
き
に
の
み
消
滅
す
る
か
ど
う
か
、
少
な
く

と
も
B
G
B
二
〇
三
条
、
二
〇
六
条
、
二
〇
七
条
の
停
止
原
因
が
考
慮
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
の
問
題
も
、
法
定
除
斥
期
間
の
概
念
か
ら
で
は
な

く
て
、
当
該
の
個
別
規
定
か
ら
、
こ
こ
で
は
保
険
契
約
法
一
二
条
三
項
の
意
味
・
目
的
か
ら
の
み
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
つ
づ
い
て
、

切
O
国
N
器
る
3
恥
認
”
d
拝
＜
。
漣
局
9
議
巽
お
き
も
こ
の
判
決
を
指
摘
し
、
ま
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
（
圃
O
N
一
論
恥
・。
ρ
N
。。
黛
ヵ
O
N

一
認
勧
8
）
を
掘
り
起
こ
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
除
斥
期
問
は
確
か
に
そ
の
本
質
に
お
い
て
時
効
期
間
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
こ
と
は
、
個
々
の
時
効
に
関
す
る
規
定
の
除
斥
期
間
へ
の
準
用
を
全
く
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
効
に
関
す
る
規
定
が
、
準
用
す

る
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
除
斥
期
問
に
ど
の
範
囲
で
準
用
さ
れ
う
る
か
は
、
法
定
除
斥
期
問
の
概
念
か
ら
一
般
的
に
判
断
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
当
該
の
個
別
規
定
の
意
味
・
目
的
に
従
っ
て
個
別
的
に
の
み
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
ω
O
＝
N
認
る
。
ロ
8
い
”
年
“
＜
。
ま

U
Φ
N
§
σ
巽
一
箋
○
・
は
、
B
G
B
二
〇
七
条
の
停
止
規
定
が
適
用
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
と
っ
て
H
G
B
八
九
b
条
四
項
二
文
の
規
範
の

意
味
・
目
的
が
基
準
と
な
る
旨
を
判
示
す
る
際
に
、
先
の
二
つ
の
判
決
を
指
摘
し
て
、
時
効
に
関
す
る
諸
規
定
の
除
斥
期
問
へ
の
準
用
を
否
定

す
る
従
来
の
先
例
を
変
更
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
次
に
、
除
斥
期
問
と
信
義
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
法
定
除
斥
期
間
お
よ
び
約
定
除
斥
期
間
に
対
し
て
も
不
許
容
の
権
利
行
使
の
抗

弁
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
承
認
し
て
い
る
。
法
定
の
除
斥
期
間
の
主
張
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
場
合
に
こ
の
抗
弁
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

な
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
消
滅
時
効
の
権
利
濫
用
的
援
用
に
関
す
る
も
の
と
同
一
の
諸
原
則
に
服
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
法
定
の
除
斥
期
間
に
信
義
則
（
悪
意
の
抗
弁
）
を
適
用
し
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
思
わ
れ
る
の
は
、
B
G
B
八
五

二
条
一
項
の
三
年
間
の
消
滅
時
効
が
訴
訟
告
知
へ
二
〇
九
条
四
号
）
に
よ
っ
て
中
断
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
間
題
に
な
っ
て
い
る
事
件
で
あ
る
。

訴
訟
告
知
に
よ
っ
て
時
効
中
断
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
前
訴
判
決
の
確
定
後
六
か
月
の
除
斥
期
問
内
に
提
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
B
G
B

二
一
五
条
二
項
）
。
近
く
の
住
人
が
み
が
き
す
ぎ
て
つ
る
つ
る
に
な
っ
た
市
の
歩
道
の
石
に
つ
ま
ず
い
て
大
怪
我
を
し
た
被
害
者
側
は
、
こ
の
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住
人
を
被
告
と
す
る
訴
訟
を
市
側
に
告
知
し
て
い
た
が
、
こ
の
前
訴
の
敗
訴
判
決
が
確
定
し
た
後
、
】
二
五
条
二
項
の
除
斥
期
間
内
に
市
の
交

渉
代
理
人
の
保
険
会
社
と
交
渉
を
は
じ
め
、
そ
の
際
市
側
は
損
害
賠
償
の
範
囲
と
額
の
み
を
今
検
討
し
て
い
る
旨
を
説
明
し
、
そ
の
後
の
交
渉

で
も
裁
判
外
で
円
満
に
解
決
し
た
い
旨
の
希
望
を
述
べ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
除
斥
期
間
満
了
後
約
二
年
数
か
月
後
に
な
っ
て
初
め
て
市

側
が
一
二
五
条
二
項
の
規
定
を
援
用
す
る
旨
を
文
書
で
伝
え
て
き
た
の
で
、
被
害
者
側
が
直
ち
に
八
二
三
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の

訴
え
を
お
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
控
訴
審
は
、
当
事
者
の
恣
意
を
切
断
し
て
い
る
除
斥
期
間
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
悪
意
の
再
抗
弁
を
認

め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
慎
重
な
言
い
回
し
な
が
ら
、
除
斥
期
間
へ
の
信
義
則
の
適
用
を
認
め
た
。
法
定
の
除
斥

期
間
が
経
過
し
て
い
る
と
い
う
抗
弁
に
対
し
て
も
時
効
抗
弁
と
同
一
の
範
囲
で
悪
意
の
再
抗
弁
を
な
し
う
る
か
ど
う
か
を
一
般
的
に
判
断
す
る

必
要
は
な
い
。
従
来
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
先
例
を
み
る
と
、
約
定
の
除
斥
期
間
の
経
過
に
関
し
て
時
効
の
抗
弁
の
場
合
と
同
一
に
扱
っ
て
い
る

も
の
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
時
効
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
除
斥
期
間
の
経
過
に
か
か
っ
て
い
る
と
き
に
は
悪
意
の
再
抗

弁
が
認
め
ら
れ
る
。
悪
意
の
再
抗
弁
は
こ
こ
で
は
実
質
的
に
は
時
効
の
抗
弁
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
以
前
の
振
る
舞
い
と
矛
盾
す
る
態
度
を
後

か
ら
と
り
、
一
二
五
条
二
項
の
除
斥
期
問
を
援
用
し
て
消
滅
時
効
の
抗
弁
を
主
張
し
て
い
る
と
す
れ
ば
信
義
則
に
違
反
し
て
い
る
、
と
し
て
破

棄
差
し
戻
し
た
（
国
9
d
拝
＜
●
器
。
2
。
話
日
冨
肘
一
潟
ω
”
勾
O
曽
合
る
。。
O
）
。

　
ま
た
比
較
的
新
し
い
裁
判
例
に
も
、
重
大
な
事
由
に
基
づ
く
雇
用
関
係
の
即
時
告
知
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
六
二
六
条
二
項
一
文
の
二
週
間

の
除
斥
期
間
に
関
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
有
限
会
社
の
業
務
執
行
社
員
が
、
即
時
告
知
を
避
け
る
た
め
に
合
意
に
よ
る
雇
用
関
係
の

終
了
を
検
討
す
る
た
め
の
考
慮
期
問
を
会
社
に
頼
み
な
が
ら
、
考
慮
期
間
の
経
過
後
遅
滞
な
く
表
示
さ
れ
た
告
知
に
対
し
二
週
間
の
期
間
は
経

過
し
て
い
る
と
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
権
利
行
使
の
不
許
容
と
み
な
さ
れ
る
（
零
F
g
f
＜
動
9
お
誤
ー
呂
≦
一
。
誤
レ
＄
o。
ご
。

　
も
っ
と
も
、
消
滅
時
効
と
信
義
則
違
反
と
の
関
係
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
民
法
の
場
合
に
も
次
の
よ
う
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を

払
っ
て
お
き
た
い
。
短
期
の
時
効
期
問
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
時
効
を
援
用
す
る
場
合
に
、
信
義
則
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
（
不
許

容
の
自
己
矛
盾
）
。
し
か
し
逆
に
、
三
〇
年
の
普
通
の
時
効
期
間
の
場
合
に
は
、
債
権
者
は
期
間
経
過
の
前
に
す
で
に
信
義
則
に
し
た
が
っ
て
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債
権
の
主
張
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
債
権
者
は
、
債
権
を
遅
れ
て
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
以
前
の
振
る
舞
い
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぎ

矛
盾
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
く
豊
お
8
暮
茜
§
9
目
冥
。
冥
置
目
）
。
判
例
で
も
、
信
義
則
と
期
間
制
限
と
の
関
係
で
は
、
権
利
失
効
の

判
例
群
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
期
問
短
縮
の
た
め
に
信
義
則
が
援
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
最
近
の
裁
判
例
で
も
、

ω
O
国
N
。
8
曽
押
旨
O
阿
d
拝
～
P
竃
帥
『
N
お
o
。
。
は
、
提
訴
の
た
め
の
期
問
を
特
に
定
め
て
い
な
い
B
G
B
三
一
五
条
三
項
二
文
に
関
し
て
提
訴

の
不
公
正
な
遅
延
に
よ
っ
て
訴
権
（
ら
甜
巽
9
琶
は
失
効
す
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
権
利
主
張
が
可
能
に
な
っ
て
か
ら
か
な

り
長
い
時
問
が
経
過
し
（
時
間
の
要
素
）
、
さ
ら
に
、
後
か
ら
の
主
張
が
信
義
則
違
反
と
な
る
（
諸
事
情
の
要
素
）
と
き
は
、
権
利
は
失
効
す
る
。

こ
れ
は
、
権
利
者
の
振
る
舞
い
か
ら
権
利
を
も
は
や
主
張
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
客
観
的
に
み
て
と
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

義
務
者
は
権
利
者
の
振
る
舞
い
を
信
頼
し
て
、
権
利
の
遅
れ
た
実
現
に
よ
っ
て
期
待
不
能
な
不
利
益
が
生
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
」
。

　
以
上
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
裁
は
除
斥
期
間
へ
の
時
効
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
一
律
に
は
拒
否
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
信
義
則
の
適
用
を
肯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

定
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
裁
の
立
場
と
比
較
し
て
も
本
件
最
高
裁
判
決
は
説
得
力
に
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
。
除

斥
期
間
概
念
を
支
え
る
価
値
判
断
（
法
益
）
と
民
法
一
条
の
信
義
誠
実
の
原
則
を
支
え
る
法
思
想
（
法
益
）
と
の
重
み
を
衡
量
し
た
と
き
、
前

者
が
後
者
よ
り
も
重
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
律
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
「
健
全
な
国
民
感
情
に
照
ら
し
て
、
著
し
く
一
般
の
徳
義
心
に
反
し
、

　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

著
し
く
苛
酷
」
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
き
に
は
、
信
義
則
に
よ
り
当
該
個
別
事
例
へ
の
法
律
の
適
用
は
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
も

し
「
除
斥
期
問
」
概
念
が
信
義
則
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
期
間
制
限
の
規
定
を
除
斥
期
間
と
解
す

る
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
慎
重
な
衡
量
は
ど
こ
で
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
〔
五
〕
結
び
に

　
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
、
七
二
四
条
後
段
を
除
斥
期
間
と
解
す
る
と
き
に
は

信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
の
主
張
が
封
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
七
二
四
条
後
段
を
除
斥
期
間
と
解
す
る
こ
と
に
は
よ
り
慎
重
に
な
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ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
七
二
四
条
後
段
は
消
滅
時
効
期
問
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
最
高
裁
は
、
仮
に
七
二
四
条
後
段
を
除
斥

期
間
と
解
す
る
に
し
て
も
、
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
の
可
能
性
を
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
除
斥
期
間
が
職
権
に
よ
っ

て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
し
て
も
、
信
義
則
（
権
利
濫
用
）
の
適
用
も
ま
た
職
権
で
も
っ
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
必
要
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
む

あ
れ
ば
裁
判
官
の
釈
明
権
が
行
使
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
時
効
期
間
で
あ
れ
、
除
斥
期
間
で
あ
れ
、
一
定
期
問
経
過
後
は
権
利
行
使
を
切
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
証
拠
法
上
の
合
理
性
を
持
っ
た
制
度

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
「
本
来
的
に
は
、
権
利
者
で
な
い
こ
と
、
弁
済
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
時
効
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
38
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

保
護
を
与
え
る
必
要
は
な
い
」
、
「
不
法
行
為
者
は
、
本
来
、
被
害
者
に
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
判
断
（
法
思
想
）
と
の
緊
張
関

係
の
な
か
に
こ
れ
ら
の
制
度
が
あ
る
こ
と
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
法
意
識
は
「
あ
ま
り
に
も
苛
酷
な
個
別
事

例
」
を
「
制
度
の
犠
牲
」
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
を
ま
す
ま
す
許
容
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
（
前
掲
裁
判
例
〔
2
2
〕
〔
2
7
〕
〔
2
9
〕
な
ど
参
照
）
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
除
斥
期
間
の
適
用
も
ま
た
民
法
一
条
の
信
義
則
の
下
に
服
す
る
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。
時
効
期
間
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
き

「
著
し
い
病
理
的
現
象
」
に
対
し
て
い
わ
ば
「
調
整
原
理
」
と
し
て
の
信
義
則
の
適
用
が
考
慮
さ
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
除
斥
期
間
の
場
合

に
敢
え
て
病
理
現
象
に
目
を
瞑
ら
ね
ば
な
ら
な
い
積
極
的
な
理
由
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
除
斥
期
間
も
ま
た
信
義
誠
実
の

原
則
に
服
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

　
結
論
と
し
て
、
最
高
裁
の
判
旨
に
反
対
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
〇
・
一
一
・
三
〇
）

↑注
）

本
件
控
訴
審
判
決
の
判
例
評
釈
に
、
徳
本
伸
一
・
判
例
評
論
三
二
四
号
一
八
頁
（
一
九
八
六
年
）
が
あ
り
、
控
訴
審
の
結
論
を
妥
当
と
す
る
。
最
高
裁

判
決
の
解
説
・
評
釈
に
三
輪
佳
久
「
民
法
七
二
四
条
後
段
の
二
〇
年
の
期
間
制
限
の
法
的
性
質
」
民
事
研
修
三
九
五
号
二
四
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）
、

松
久
三
四
彦
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
七
号
（
平
成
元
年
度
重
要
判
例
解
説
）
八
三
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）
、
松
本
克
美
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
九
号
一
〇

九
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）
、
半
田
吉
信
・
民
商
一
〇
三
巻
一
号
一
三
一
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）
。
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判例研究

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）98

））
幾
代
通
『
不
法
行
為
』
三
二
八
頁
（
一
九
七
七
年
）
、
加
藤
一
郎
『
不
法
行
為
（
増
補
版
）
』
二
六
五
頁
（
一
九
七
四
年
）
。
な
お
判
例
・
通
説
は
継
続

的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
各
損
害
の
発
生
時
と
す
る
（
大
連
判
昭
一
五
年
一
二
月
一
四
日
民
集
一
九
巻
二
三
二
五
頁
）
。

東
京
地
判
昭
五
六
年
九
月
二
八
日
判
例
時
報
一
〇
一
七
号
三
四
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
五
八
号
一
七
四
頁
（
ク
ロ
ム
労
災
訴
訟
）
、
札
幌
地
判
昭
六
一

年
三
月
一
九
日
判
例
時
報
二
九
七
号
一
頁
、
二
九
〇
頁
（
栗
山
ク
ロ
ム
禍
訴
訟
）
な
ど
。
な
お
鉱
害
事
件
に
、
宮
崎
地
延
岡
支
判
昭
五
八
年
三
月
二

三
日
判
例
時
報
一
〇
七
二
号
一
八
頁
（
松
尾
砒
素
鉱
毒
訴
訟
）
。
鉱
業
法
一
一
五
条
に
つ
き
宮
崎
地
延
岡
支
判
平
二
年
三
月
二
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七

二
七
号
五
六
頁
（
土
呂
久
鉱
害
第
二
陣
訴
訟
）
。

内
池
慶
四
郎
「
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
」
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
一
総
論
』
二
三
〇
頁
注
3
8
（
一
九
七
六
年
）
、
柳
澤
秀
吉
「
不
法
行
為
貢
任

に
関
す
る
二
〇
年
の
期
間
制
限
」
金
融
商
事
判
例
六
二
二
号
四
九
頁
以
下
（
一
九
八
一
年
）
、
新
美
育
文
「
ク
ロ
ム
職
業
病
判
決
の
因
果
関
係
論
と
時

効
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
八
号
七
四
頁
以
下
（
一
九
八
二
年
）
、
新
美
「
ク
ロ
ム
労
災
訴
訟
判
決
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
五
八
号
二
〇
頁
、
二

五
頁
（
一
九
八
二
年
）
。
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
森
島
昭
夫
『
不
法
行
為
法
講
義
』
四
一
七
頁
以
下
（
一
九
八
七
年
）
に
要
領
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
内
池
慶
四
郎
「
継
続
的
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
（
一
）
ー
被
害
者
認
識
の
仮
構
と
現
実
ー
」

慶
応
法
学
四
八
巻
一
〇
号
一
〇
一
五
頁
以
下
（
一
九
七
五
年
）
、
「
二
・
完
」
同
一
一
号
二
六
五
頁
以
下
（
一
九
七
五
年
）
、
藤
岡
康
宏
「
不
法
行
為

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
－
総
合
判
例
研
究
」
北
大
法
学
二
七
巻
二
号
三
六
頁
（
一
九
七
六
年
）
、
氏
家
茂
雄
「
損
害
賠
償
請
求
権
の

時
効
の
起
算
点
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
二
七
号
四
二
頁
以
下
（
一
九
八
七
年
）
、
牛
山
積
「
じ
ん
肺
訴
訟
と
時
効
論
－
日
本
の
現
状
」
法
律
時
報
六
一

巻
一
三
号
四
五
頁
以
下
（
一
九
八
九
年
）
参
照
。
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
四
八
年
一
一
月
一
六
日
民
集
二
七
巻
一
〇
号
一
三
七
四
頁
、
熊
本
地
判
昭

四
八
年
三
月
二
〇
日
判
例
時
報
六
九
六
号
一
五
頁
（
熊
本
水
俣
病
判
決
）
、
千
葉
地
判
昭
六
三
年
二
月
一
七
日
判
例
時
報
平
元
年
八
月
五
日
号
一
六

一
頁
（
千
葉
川
鉄
大
気
汚
染
公
害
訴
訟
）
。

梅
『
民
法
要
義
巻
之
一
総
則
編
』
三
七
〇
頁
（
一
九
二
年
復
刻
版
一
九
八
四
年
）
。
参
照
、
旧
民
法
証
拠
編
九
二
条
は
、
訴
権
の
行
使
の
た
め
法
律

に
定
め
ら
れ
た
期
間
は
、
法
律
に
よ
っ
て
明
示
ま
た
は
黙
示
に
例
外
と
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
時
効
の
一
般
の
規
則
に
従
う
と
し
て
い
る
。

幾
代
『
民
法
総
則
』
六
〇
一
頁
、
同
趣
旨
、
川
島
武
宣
『
民
法
総
則
』
五
七
三
頁
以
下
（
一
九
六
五
年
）
、
川
島
『
注
釈
民
法
⑥
』
一
六
頁
（
一
九
六

七
年
）
。

星
野
英
一
『
民
法
概
論
一
（
序
論
・
総
則
）
』
二
九
一
頁
以
下
。

消
滅
時
効
と
除
斥
期
間
の
相
違
点
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
椿
寿
夫
「
消
滅
時
効
と
除
斥
期
間
」
手
形
研
究
三
一
九
号
一
〇
頁
以
下
（
一
九
八
一

年
）
、
同
「
時
効
期
間
と
除
斥
期
間
ー
二
重
期
問
規
定
論
序
説
」
法
律
時
報
五
五
巻
三
号
六
頁
以
下
（
一
九
八
三
年
）
、
伊
藤
進
「
二
重
期
間
規
定
を
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（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

め
ぐ
る
検
討
の
総
括
と
整
理
」
法
律
時
報
五
五
巻
四
号
六
五
頁
以
下
（
一
九
八
三
年
）
、
松
久
三
四
彦
「
時
効
（
二
）
ー
わ
が
民
法
に
お
け
る
権
利

の
期
問
制
限
」
法
学
教
室
一
〇
八
号
五
三
頁
（
一
九
八
九
年
）
。
た
だ
し
、
除
斥
期
間
の
内
容
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
有
力
説
に
よ
れ
ば
、
時
効
の
停
止
（
一
六
一
条
V
は
除
斥
期
間
に
も
類
推
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
猶
予
期

間
を
認
め
な
い
こ
と
は
権
利
者
に
酷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
て
い
る
（
我
妻
『
新
訂
民
法
総
則
』
四
三
七
頁
（
一
九
六
五
年
）
）
。

　
ま
た
援
用
の
有
無
を
主
た
る
相
違
点
と
し
て
説
明
す
る
学
説
も
有
力
で
あ
る
。
時
効
制
度
を
義
務
者
は
義
務
を
履
行
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
を

修
正
し
て
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
と
解
す
る
権
利
消
滅
説
の
立
場
か
ら
、
消
滅
時
効
も
除
斥
期
間
も
、
権
利
を
行
使
さ
れ
る
相
手
方
の
保
護

を
目
的
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は
存
在
理
由
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
消
滅
時
効
と
除
斥
期
問
の
違
い
は
、
中
断
の
有
無
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
援
用
」
の
要
否
に
あ
る
。
ま
た
、
一
定
期
問
経
過
後
の
履
行
を
非
債
弁
済
と
す
べ
き
場
合
、
お
よ
び
そ
も
そ
も
義
務
者
の
履
行
が
考
え
ら
れ
な
い
場

合
が
除
斥
期
間
で
は
な
い
か
、
と
す
る
（
松
久
「
時
効
制
度
」
『
民
法
講
座
一
民
法
総
則
』
五
四
一
頁
以
下
（
一
九
八
四
年
）
）
。

徳
本
伸
一
「
民
法
七
二
四
条
に
お
け
る
長
期
二
〇
年
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
」
金
沢
法
学
二
七
巻
一
・
二
合
併
号
二
四
四
頁
以
下
（
一
九
八
五
年
）
参

照
。

幾
代
通
『
民
法
総
則
』
六
〇
二
頁
。
川
島
「
時
効
お
よ
び
除
斥
期
問
に
関
す
る
一
考
察
し
民
商
一
一
巻
五
号
（
一
九
四
〇
年
）
『
民
法
解
釈
学
の
諸
間
題
』

所
収
一
五
六
頁
以
下
（
一
九
四
九
年
）
。

「
不
法
行
為
ノ
時
ヨ
リ
ニ
十
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
請
求
権
ハ
時
効
二
因
リ
テ
消
滅
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
セ
リ
（
梅
『
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
』
九

一
八
頁
（
一
九
二
一
年
復
刻
版
一
九
八
四
年
）
」
「
本
法
二
於
テ
ハ
明
カ
ニ
其
時
効
期
間
ナ
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
他
ノ
法
定
期
間
ハ
皆
予
定
期
間
ニ
シ
テ
時
効

ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
リ
（
梅
『
民
法
要
義
巻
之
一
総
則
編
』
三
七
〇
頁
（
一
九
一
一
年
復
刻
版
一
九
八
四
年
）
」
。
な
お
梅
の
時
効

観
に
つ
い
て
は
、
内
池
「
現
行
時
効
法
の
成
立
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
理
論
」
『
明
治
法
制
史
政
治
史
の
諸
間
題
　
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論
文
集
』
七
九

五
頁
以
下
（
一
九
七
七
年
）
、
内
池
「
時
効
の
制
度
倫
理
と
援
用
の
間
題
　
　
梅
謙
次
郎
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
結
ぶ
も
の
（
一
）
（
二
・
完
）
」
慶
応
法

学
六
一
巻
三
号
一
頁
以
下
（
一
九
八
八
年
）
、
四
号
三
六
頁
以
下
（
一
九
八
八
年
）
。

　
立
法
過
程
の
研
究
に
つ
い
て
は
特
に
、
内
池
慶
四
郎
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
「
被
害
者
に
お
け
る
認
識
の
原
理
と

そ
の
限
界
ー
」
慶
応
法
学
第
四
四
巻
三
号
一
五
六
頁
以
下
（
一
九
七
一
年
）
、
内
池
「
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
」
『
現
代
損
害
賠
償
講
座
一
巻
』

一
二
五
頁
以
下
、
内
池
「
民
法
一
六
七
条
に
お
け
る
債
権
一
〇
年
時
効
制
の
立
法
史
的
意
義
と
そ
の
現
代
的
課
題
（
一
）
（
二
・
完
）
」
慶
応
法
学
六
〇

巻
九
号
一
頁
以
下
、
一
〇
巻
二
四
頁
以
下
（
一
九
八
七
年
）
、
徳
本
伸
一
「
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
」
『
民
法
講
座
六
巻
』
七
〇
三
頁
以
下
（
一
九
八

五
年
）
。
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（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

　　　　　　　

191817
）　　）　　）

梅
『
民
法
要
義
巻
之
三
』
九
一
七
頁
以
下
、
末
弘
厳
太
郎
『
債
権
各
論
』
二
一
五
頁
（
一
九
一
八
年
）
、
鳩
山
『
日
本
債
権
法
各
論
（
下
）
』
九
四
六

頁
（
増
訂
、
一
九
二
四
年
）
、
末
川
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
」
法
学
論
叢
二
八
巻
三
・
六
号
（
一
九
三
二
年
）
『
権
利
侵
害
と
権

利
濫
用
』
所
収
六
六
四
頁
（
一
九
七
〇
年
）
、
植
林
弘
『
注
釈
民
法
⑬
』
三
七
六
頁
以
下
（
一
九
六
五
年
）
。

吾
妻
光
俊
「
私
法
に
お
け
る
時
効
制
度
の
意
義
」
法
協
四
八
巻
二
号
【
頁
以
下
、
五
六
頁
以
下
（
一
九
三
〇
年
）
、
我
妻
H
有
泉
『
債
権
法
（
法
律
学

体
系
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
編
）
』
五
九
二
頁
（
一
九
五
一
年
）
、
戒
能
通
孝
『
債
権
各
論
』
四
六
九
頁
（
一
九
四
六
年
）
、
前
田
達
明
『
不
法
行
為
法
』
三

九
二
頁
（
一
九
八
○
年
）
、
加
藤
『
不
法
行
為
（
増
補
版
）
』
二
六
三
頁
（
一
九
七
四
年
）
、
広
中
俊
雄
『
債
権
法
各
論
講
義
』
四
八
九
頁
（
四
版
、
一

九
七
二
年
）
、
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
六
〇
三
頁
（
一
九
六
九
年
）
、
幾
代
『
不
法
行
為
』
三
二
八
頁
（
一
九
七
七
年
）
、
星
野
『
民
法
概
論
ζ
二
九

二
頁
、
四
宮
『
民
法
総
則
』
二
二
三
頁
、
三
三
一
頁
（
四
版
、
一
九
八
六
年
）
。

内
池
慶
四
郎
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
－
被
害
者
に
お
け
る
認
識
の
原
理
と
そ
の
限
界
ー
」
慶
応
法
学
四
四
巻
三
号

一
五
六
頁
以
下
、
内
池
「
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
」
『
現
代
損
害
賠
償
講
座
一
巻
』
一
二
五
頁
以
下
、
柳
澤
秀
吉
「
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る

二
〇
年
の
期
問
制
限
」
金
融
商
事
判
例
六
二
二
号
四
九
頁
以
下
、
石
田
喜
久
夫
「
消
滅
時
効
と
除
斥
期
問
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
八
号
一
二
二
頁
以
下

（
】
九
八
二
年
）
、
新
美
育
文
「
ク
ロ
ム
職
業
病
判
決
の
因
果
関
係
論
と
時
効
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
八
号
七
六
頁
以
下
（
一
九
八
二
年
）
、
新
美
「
不

法
行
為
損
害
賠
償
請
求
権
の
期
問
制
限
・
一
」
法
律
時
報
五
五
巻
四
号
二
七
頁
以
下
（
一
九
八
三
年
）
、
同
「
二
完
」
法
律
時
報
五
五
巻
五
号
一
〇
六

頁
以
下
（
一
九
八
三
年
）
、
徳
本
伸
一
「
民
法
七
二
四
条
に
お
け
る
長
期
二
〇
年
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
」
金
沢
法
学
二
七
巻
一
・
二
合
併
号
壬
二
八

頁
以
下
（
一
九
八
五
年
〉
、
氏
家
茂
雄
「
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
の
起
算
点
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
二
七
号
五
〇
頁
。
松
久
、
松
本
、
半
田
・
各
「
判
批
」

（
注
1
）
、
森
島
・
前
掲
（
注
4
）
。

な
お
、
内
池
「
近
時
判
例
に
お
け
る
民
法
七
一
西
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
期
問
の
問
題
性
－
違
法
買
収
・
売
渡
処
分
関
係
事
例
ー
」
慶
応
法
学
五

九
巻
【
二
号
一
二
頁
以
下
（
一
九
八
六
年
）
、
同
「
続
・
近
時
判
例
に
お
け
る
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
期
問
の
問
題
性
－
再
審
無
罪

判
決
、
労
災
職
業
病
、
登
記
過
誤
そ
の
他
関
係
事
例
」
慶
応
法
学
六
〇
巻
二
号
七
三
頁
以
下
（
一
九
八
七
年
）
に
詳
細
な
裁
判
例
の
分
析
が
行
わ
れ
て

い
る
。

川
島
『
債
権
法
総
則
講
義
第
『
七
四
頁
（
一
九
四
九
年
）
。

幾
代
通
『
民
法
総
則
』
六
〇
三
頁
。

な
お
、
吾
妻
・
前
掲
論
文
（
注
1
4
）
五
六
頁
以
下
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
を
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

よ
り
除
斥
期
間
説
を
と
る
。
債
権
額
（
と
く
に
慰
謝
料
な
ど
）
が
不
明
瞭
な
結
果
、
裁
判
上
の
請
求
を
ま
た
ず
し
て
履
行
を
期
待
し
う
る
か
ど
う
か
は

一192一



民法724条後段の20年の期間制限と権利濫用

（
2
0
）

（
2
1
）

　　　　　　　

242322
V　　）　　）

（
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疑
問
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
定
期
間
経
過
す
る
も
、
時
効
の
本
質
で
あ
る
債
権
消
滅
の
蓋
然
性
は
は
な
は
だ
弱
い
。
単
な
る
承
認
に
よ
る
中
断
を
認

め
う
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
法
行
為
者
は
極
め
て
不
安
定
な
地
位
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
被
害
者
の
裁
判
上
の
請
求
に
の

み
ま
つ
こ
と
は
一
方
必
然
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
不
法
行
為
者
の
た
え
が
た
き
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
律
は
法
定
期
間
を
定
め
た
。
今
日
こ
の
よ

う
な
説
明
は
説
得
力
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
が
、
除
斥
期
間
説
に
は
な
お
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
背
景
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

時
効
説
に
立
つ
文
献
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
1
5
）
参
照
。
除
斥
期
間
説
は
、
教
科
書
・
体
系
書
の
な
か
で
論
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
抽
象
的
な

議
論
に
傾
斜
し
て
い
る
が
、
時
効
説
に
立
つ
学
説
は
具
体
的
な
裁
判
例
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
議
論
し
て
い
て
実
践
的
な
性
格
が
色
濃
い
。

だ
か
ら
、
た
と
え
ば
民
法
一
二
六
条
の
よ
う
に
長
短
二
重
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
長
期
の
期
間
を
除
斥
期
間
と
解
し
て
も
よ
い

場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
取
消
権
と
い
う
形
成
権
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
権
利
者
の
意
思
表
示
が
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
法

律
効
果
が
生
じ
る
か
ら
、
権
利
は
行
使
さ
れ
た
が
目
的
を
達
し
な
い
と
い
う
状
態
（
相
手
方
の
義
務
の
履
行
な
い
し
不
履
行
）
は
論
理
上
考
え
ら
れ
な

い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
時
効
な
い
し
中
断
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
（
幾
代
『
民
法
総
則
』
五
二
二
頁
、
川
島
『
民
法
総
則
』

四
四
一
頁
）
。

星
野
『
民
法
概
論
一
』
二
九
二
頁
。

橋
本
恭
宏
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
除
斥
期
間
論
－
現
況
の
概
観
」
法
律
時
報
五
五
巻
三
号
二
一
二
頁
参
照
。

長
短
二
重
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
メ
デ
ィ
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
消
滅
時
効
に
は
ふ
た
つ
の
主
要
な
目
的

が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
一
定
期
間
経
過
後
は
債
務
者
を
請
求
権
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
債
権
者
は
自
ら
の
請
求
権

を
主
張
す
る
現
実
の
機
会
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
債
権
者
に
自
分
の
知
っ
て
い
る
請
求
権
を
相
当
な
期
間
内
に
主
張
す

る
よ
う
に
促
す
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
期
の
期
間
は
請
求
権
を
主
張
す
る
債
権
者
の
現
実
的
な
可
能
性
と
無
関
係
に
始
ま
る
が
ゆ
え
に
、
わ

り
あ
い
に
長
い
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
債
権
者
が
請
求
権
を
主
張
す
る
現
実
的
な
可
能
性
で
始
ま
る
期
間
は
短
く
て
済
む
こ
と
に

な
る
（
9
魯
R
鼠
①
象
窪
9
砦
目
Q
り
什
鋤
且
α
雲
⇔
げ
霞
貸
冨
一
9
轟
号
ω
の
魯
巳
母
9
辟
9
》
。
四
c
o
o
o
（
一
り
o

Q
O
o
）
b
レ
お
●
）
。

生
命
・
身
体
・
健
康
と
い
う
重
要
な
法
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
二
〇
年
の
期
間
制
限
は
長
す
ぎ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
進
行
中
の
ド
イ
ツ
債

権
法
の
改
定
作
業
の
な
か
で
も
、
一
般
的
な
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
の
三
〇
年
に
つ
い
て
は
短
縮
の
方
向
に
あ
る
。
し
か
し
な
お
、
生
命
・
身
体
・
健

康
と
い
う
重
要
な
法
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
三
〇
年
は
長
す
ぎ
る
と
は
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
（
∪
鐸
R
鼠
a
一
窪
9
＞
。
四
〇
Q
O
。
（
一
。
o。
o
。
）
や
H
お
ご
。

詳
細
は
、
新
美
・
前
掲
（
注
1
5
）
（
二
・
完
）
論
文
一
〇
九
頁
以
下
、
徳
本
・
前
掲
（
注
1
5
）
二
四
八
頁
参
照
。

最
判
昭
五
一
年
五
月
二
五
日
民
集
三
〇
巻
四
号
五
五
四
頁
（
農
地
法
三
条
の
許
可
申
請
協
力
請
求
権
）
、
最
判
昭
五
七
年
七
月
一
五
日
民
集
三
六
巻
六
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（
2
8
）

（
2
9
）

（
30
）

号
一
一
一
三
頁
な
ど
。
半
田
吉
信
「
消
滅
時
効
の
援
用
と
信
義
則
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
二
号
七
九
頁
（
一
九
八
六
年
）
、
幾
代
「
判
批
」
民
商
七
六
巻

二
号
二
九
六
頁
（
一
九
七
七
年
）
、
内
池
「
判
批
」
判
例
評
論
二
一
七
号
一
四
頁
（
一
九
七
七
年
）
、
石
田
喜
久
夫
「
判
批
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
四
四
号

一
一
二
頁
（
一
九
七
七
年
）
、
林
靖
「
判
批
」
判
例
評
論
二
九
九
号
四
一
頁
（
一
九
八
四
年
）
、
川
井
「
判
批
」
法
協
九
五
巻
三
号
五
八
八
頁
（
一
九
七

八
年
）
（
た
だ
し
、
他
の
理
論
構
成
を
提
唱
す
る
）
。
特
に
松
本
克
美
「
時
効
規
範
と
安
全
配
慮
義
務
－
時
効
論
の
新
た
な
胎
動
」
神
奈
川
法
学
二
五

巻
二
号
一
頁
以
下
、
一
二
七
頁
以
下
（
一
九
八
九
年
）
は
、
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
の
判
断
要
素
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
い
、
信
義
則
・
権
利

濫
用
を
時
効
規
範
そ
の
も
の
の
枠
を
規
定
す
る
大
き
な
要
素
と
し
て
把
握
し
、
時
効
規
範
へ
の
信
義
則
・
権
利
濫
用
理
論
の
積
極
的
な
導
入
を
主
張
す

る
。

　
た
だ
、
時
効
制
度
は
義
務
者
の
誠
意
（
善
意
）
す
な
わ
ち
賠
償
義
務
に
つ
い
て
の
不
知
を
切
り
離
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
信
義
則
と

は
本
来
馴
染
み
に
く
い
要
素
が
あ
る
。
参
照
、
甲
≦
一
a
鶉
琶
F
常
ぼ
日
9
3
ω
ぽ
呂
①
簿
魯
器
魯
什
巴
る
＞
昌
（
お
8
）
あ
』
認
D
曽
鼠
轟
鼠
昌
匿
ト

の
ひ
嶺
●
な
お
、
内
池
・
判
例
評
論
一
二
七
号
一
四
頁
、
中
井
美
雄
「
消
滅
時
効
の
援
用
と
信
義
則
違
反
」
手
形
研
究
一
三
九
号
五
八
頁
（
一
九
八
一
年
）

も
、
信
義
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
か
な
り
厳
格
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
原
田
純
孝
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
〇
六
号
七
二
頁
、
七
五
頁

（
一
九
八
四
年
）
も
、
農
地
法
五
条
の
許
可
制
度
と
の
関
連
で
、
「
い
わ
ば
制
度
自
体
が
そ
の
よ
う
な
主
張
を
許
容
し
て
い
る
場
合
と
し
て
、
一
般
条

項
の
適
用
は
よ
り
制
限
的
に
行
う
」
と
い
う
観
点
を
指
摘
す
る
。

同
じ
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
訴
訟
で
あ
る
福
岡
地
判
平
元
年
四
月
一
八
日
判
例
時
報
一
三
二
舌
亙
七
頁
も
七
二
四
条
前
段
の
短
期
消
滅
時
効
お
よ
び

一
六
七
条
の
一
〇
年
の
時
効
援
用
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
時
効
援
用
を
権
利
濫
用
と
し
た
。
強
制
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
予
防
接

種
の
副
反
応
事
故
に
よ
っ
て
、
「
偶
々
犠
牲
と
な
っ
た
者
は
、
幼
い
生
命
を
失
い
、
あ
る
い
は
幼
児
期
か
ら
生
涯
回
復
で
き
な
い
重
篤
な
後
遺
症
に
苦

し
み
、
悲
惨
な
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
被
告
に
つ
い
て
み
る
と
、
少
数
の
犠
牲
者
の
発
生
を
認
識
し
な
が
ら
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
予
防

接
種
を
強
制
し
、
公
共
の
目
的
を
実
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
そ
の
た
め
の
犠
牲
者
の
救
済
も
被
告
の
責
務
と
い
え
る
こ
と
、
一
方
、
原

告
ら
の
側
に
つ
い
て
み
て
も
、
損
害
賠
償
請
求
、
損
失
補
償
等
の
手
段
を
容
易
に
知
り
得
な
い
立
場
に
あ
る
こ
と
等
を
合
せ
考
え
れ
ば
」
、
被
告
の
時

効
援
用
は
著
し
く
相
当
性
を
欠
く
。

な
お
、
ド
イ
ツ
の
除
斥
期
間
に
つ
い
て
の
概
略
は
、
半
田
吉
信
「
時
効
期
間
と
除
斥
期
間
の
分
化
過
程
」
法
律
時
報
五
五
巻
三
号
一
四
頁
以
下
（
一
九

八
三
年
）
、
橋
本
恭
宏
・
前
掲
（
注
2
2
）
二
一
頁
以
下
参
照
。

た
だ
し
約
定
除
斥
期
問
に
つ
い
て
は
、
時
効
の
規
定
の
準
用
を
認
め
て
い
る
裁
判
例
が
か
な
り
あ
る
（
閃
O
曽
沖
屋
鈍
お
僻
る
O
N
旨
“
8
一
』
8

幻
O
N
o

o
8
N
o

o
鮒
即
O
N
に
o

o
u
8
0

0
一
ω
O
ど
閃
O
N
嶺
鉾
器
ρ
ω
認
な
ど
）
。
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（
31
）

（
32
）

　　　　
3433
）　　）

（
35
）

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

な
お
、
除
斥
期
間
へ
の
信
義
則
の
適
用
の
問
題
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
裁
は
、
除
斥
期
間
の
塀
怠
に
つ
い
て
、
癬
怠
が
解
怠
者
の
責
に
帰
す
べ
か

ら
ざ
る
と
き
に
は
除
斥
期
間
の
塀
怠
は
塀
怠
者
の
不
利
益
に
作
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
一
般
的
法
原
則
を
繰
り
返
し
承
認
し
て
い
る
（
斎
一
・

ゆ
O
国
N
O
o
o
一
〇
。
㎝
w
り
b
。
”
9
什
。
〈
●
嶺
。
竃
蝕
お
oo
O
）
。

竃
言
9
自
輿
浮
目
幕
昌
耳
零
ω
≧
誓
幕
幕
『
潮
F
鐸
昏
（
一
。
。
。
“
y
響
緯
家
糞
●
蜀
一
の
。
①
蓉
5
喜
Φ
芦
目
＞
昏
（
一
。
。
。
①
ン
＜
。
3
Φ
ヲ

ゆ
一
思
国
α
目
●
一
ω
‘
紹
島
幻
号
『
。
o
o
o
o
卜

∪
一
9
雲
ζ
Φ
良
8
9
≧
一
鴨
目
①
営
霞
↓
Φ
出
α
①
ω
ω
O
ρ
一
〇
〇〇
ρ
の
。
㎝
犀
。

な
お
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
裁
判
例
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
ω
》
O
田
♪
辰
O
」
臨
“
q
拝
ド
曽
る
●
這
8
）
。
除
斥
期
間
は
成
立
し
て
い
る

権
利
を
消
滅
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
権
利
の
存
続
を
限
界
づ
け
る
。
期
問
経
過
に
よ
る
権
利
の
消
滅
は
職
権
に
よ
っ
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
時
効
の
抗
弁
と
異
な
り
債
務
者
は
除
斥
期
間
を
援
用
す
る
必
要
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
限
り
で
は
、
契
約
相
手
方
の
除
斥
期
間
の
援
用
は
一
定

の
諸
根
拠
に
基
づ
き
信
義
則
に
違
反
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
は
厳
密
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
本
来
、
除
斥
期
問
の
場
合
に
は
権
利
の
行
使
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
除
斥
期
間
の
適
用
も
ま
た
、
権
利
濫
用
を
禁
止
す
る
B
G
B
二
四
二
条
の
基
本
思
想
の
下
に
服
し

て
い
る
。
信
義
則
は
、
除
斥
期
問
の
徒
過
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
請
求
権
の
主
張
を
許
容
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

確
定
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
に
歯
止
め
を
か
け
た
最
判
昭
三
七
年
五
月
二
四
日
民
集
一
六
巻
五
号
一
一
五
七
頁
に
つ
い
て
の
、
斉
藤
秀
夫
「
判
批
」

判
例
評
論
五
〇
号
一
三
頁
（
一
九
六
二
年
）
。

わ
が
国
の
信
義
則
論
の
現
状
（
判
例
・
学
説
）
に
つ
い
て
は
、
菅
野
耕
毅
「
権
利
濫
用
理
論
」
『
民
法
講
座
ζ
三
九
頁
以
下
（
一
九
八
四
年
）
参
照
。

な
お
本
件
の
信
義
則
適
用
の
場
面
を
薫
一
8
鼻
R
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
権
利
濫
用
（
Φ
図
8
旨
。
＆
ε
類
型
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
寧

。
一
く
ま
醇
謎
Φ
お
（
市
民
に
あ
る
ま
じ
き
苛
酷
な
訴
え
）
の
類
型
に
近
い
。
即
弩
N
≦
一
＄
畠
①
さ
N
瑛
お
9
馨
冨
窪
①
冴
魯
8
ギ
壁
ω
属
毒
o
q
α
Φ
ω
留
爵

ゆ
O
ω
し
3
P
旦
困
①
馨
甘
『
酵
ぎ
冨
曽
響
淳
①
P
一
り
o。
o
。
φ
蕊
斥
な
お
妻
坤
8
良
霞
の
信
義
則
論
を
紹
介
す
る
最
近
の
文
献
に
、
後
藤
静
思
「
信
義
誠
実

の
原
則
の
手
形
法
に
お
け
る
諸
間
題
ー
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
の
信
義
則
論
を
紹
介
し
て
（
一
ご
東
洋
法
学
三
二
巻
一
号
一
頁
以
下
（
一
九
八
八
年
）
が

あ
る
。

名
歪
。
冨
び
碧
斜
9
（
這
誘
）
φ
ホ
。
篠
田
省
二
「
権
利
濫
用
・
公
序
良
俗
違
反
の
主
張
の
要
否
」
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
2
』
三
五
頁
以
下
（
一
九

八
一
年
）
。

星
野
「
時
効
に
関
す
る
覚
書
ー
そ
の
存
在
理
由
を
中
心
に
し
て
ー
」
法
協
八
六
巻
六
号
－
九
〇
巻
六
号
（
一
九
六
九
年
－
一
九
七
四
年
）
『
民
法

論
集
四
巻
』
所
収
三
〇
三
頁
（
一
九
七
八
年
）
。
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42　41　40　39
）　　）　　）　　）

新
美
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
八
号
七
七
頁
。

斉
藤
・
前
掲
「
判
批
」
（
注
2
9
）
コ
ニ
頁
。

内
池
「
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
関
係
」
慶
応
法
学
三
〇
巻
六
号
四
五
三
頁
（
一
九
五
七
年
）
。

本
件
判
決
の
評
釈
（
注
1
）
は
、
三
輪
検
事
の
解
説
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
最
高
裁
判
決
に
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
り
、
つ
ぎ
の
二
点
で
共
通
し
て
い

る
。
①
七
二
四
条
後
段
は
時
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
②
除
斥
期
間
に
つ
い
て
も
信
義
則
違
反
・
権
利
濫
用
の
適
用
が
間
題
に
な
り
う
る
。

　
最
近
の
個
別
論
文
で
も
除
斥
期
間
説
を
と
る
者
が
な
い
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
七
二
四
条
後
段
を
除
斥
期
問
と
す
る
見
解
は
す
で
に
通
説
と

し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

＊
本
文
中
の
ド
イ
ツ
民
法
、
保
険
契
約
法
、
商
法
の
各
条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
B
G
B
一
二
四
条
（
1
）
一
二
三
条
に
よ
っ
て
取
り
消
し
う
る
意
思
表
示
の
取
消
は
一
年
の
（
除
斥
）
期
間
内
に
お
い
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
2
）

期
間
は
、
詐
欺
の
と
き
に
は
、
取
消
権
者
が
詐
欺
に
気
づ
い
た
時
点
か
ら
、
強
迫
の
と
き
は
、
強
迫
状
態
が
終
了
し
た
時
点
か
ら
始
ま
る
。
期
間
の
進
行

　
に
関
し
て
は
、
時
効
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
二
〇
三
条
二
項
と
二
〇
六
条
、
二
〇
七
条
を
準
用
す
る
。
（
3
）
意
思
表
示
後
、
三
〇
年
が
経
過
し
た
と
き
に

は
取
消
は
除
斥
さ
れ
る
。

　
　
B
G
B
二
〇
三
条
（
1
）
司
法
の
一
時
的
中
止
に
よ
っ
て
権
利
者
が
時
効
期
問
の
最
後
の
六
か
月
以
内
に
権
利
を
追
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る

間
は
、
時
効
は
停
止
し
て
い
る
。
（
2
）
そ
の
よ
う
な
障
害
が
そ
の
他
の
や
り
方
で
不
可
抗
力
（
ぎ
冨
お
O
霜
聾
）
に
よ
り
生
じ
て
い
る
と
き
も
、
ま
た
同

　
じ
で
あ
る
。
・

　
　
B
G
B
二
〇
六
条
（
1
）
行
為
無
能
力
者
も
し
く
は
制
限
行
為
能
力
者
が
法
定
代
理
人
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
行
為
能
力
の
制
限
が
な
く
な
っ

て
後
も
し
く
は
代
理
の
暇
疵
が
な
く
な
っ
て
後
六
か
月
経
過
す
る
ま
で
は
こ
の
者
に
対
す
る
時
効
は
完
成
し
な
い
。
定
め
ら
れ
た
時
効
期
間
が
六
か
月
よ

り
も
短
い
と
き
は
、
六
か
月
を
こ
の
期
間
に
読
み
替
え
る
。
（
2
）
行
為
能
力
制
限
者
に
訴
訟
能
力
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
　
B
G
B
二
〇
七
条
　
相
続
財
産
に
属
す
る
も
し
く
は
相
続
財
産
に
対
す
る
請
求
権
の
時
効
は
、
相
続
人
に
よ
っ
て
相
続
が
承
認
さ
れ
る
時
も
し
く
は
相

続
財
産
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
る
時
か
ら
ま
た
は
請
求
権
が
代
理
人
に
よ
っ
て
も
し
く
は
代
理
人
に
対
し
て
主
張
さ
れ
う
る
時
か
ら
六
か
月

経
過
す
る
ま
で
は
完
成
し
な
い
。
定
め
ら
れ
た
時
効
期
間
が
六
か
月
よ
り
も
短
い
と
き
は
、
六
か
月
を
こ
の
期
間
に
読
み
替
え
る
。

　
　
B
G
B
二
〇
九
条
　
権
利
者
が
、
請
求
権
の
満
足
（
慰
注
a
蒔
毒
閃
）
も
し
く
は
確
認
を
求
め
て
、
執
行
文
の
付
与
も
し
く
は
強
制
執
行
判
決
の
宣
告
を

求
め
て
訴
え
を
提
起
す
る
と
き
は
、
時
効
は
中
断
す
る
。
（
2
）
以
下
の
場
合
は
、
訴
え
の
提
起
と
同
じ
で
あ
る
。
1
．
督
促
手
続
に
お
け
る
督
促
決
定
（
支

払
命
令
）
の
送
達
、
1
a
．
民
事
訴
訟
法
七
九
四
条
一
項
一
号
に
示
さ
れ
た
種
類
の
和
解
機
関
で
の
和
解
申
立
て
に
よ
る
請
求
権
の
主
張
、
2
．
破
産
手

一196一



民法724条後段の20年の期問制限と権利濫用

続
に
お
け
る
請
求
権
の
屈
出
、
3
．
請
求
権
の
相
殺
の
裁
判
上
の
主
張
、
4
．
そ
の
結
果
に
請
求
権
が
左
右
さ
れ
る
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
告
知
、
5
．
強

制
執
行
手
続
の
着
手
お
よ
び
、
強
制
執
行
が
裁
判
所
も
し
く
は
そ
の
他
の
官
庁
に
係
属
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
強
制
執
行
の
申
立
て
。

　
B
G
B
二
一
五
条
（
1
）
訴
訟
に
お
け
る
相
殺
の
主
張
に
よ
る
も
し
く
は
訴
訟
告
知
に
よ
る
中
断
は
訴
訟
が
既
判
力
を
伴
っ
て
確
定
す
る
か
も
し
く
は

そ
の
他
の
方
法
で
解
決
さ
れ
る
ま
で
継
続
す
る
。
（
2
）
訴
訟
の
終
了
後
六
か
月
以
内
に
請
求
権
の
満
足
も
し
く
は
確
認
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
な
い

と
き
は
、
中
断
は
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
二
〇
三
条
、
二
〇
六
条
、
二
〇
七
条
の
規
定
を
こ
の
期
間
に
準
用
す
る
。

　
B
G
B
三
一
五
条
（
1
）
契
約
締
結
者
の
一
方
に
よ
っ
て
給
付
が
特
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
疑
わ
し
き
と
き
は
、
特
定
は
公
平
な
衡
量
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
2
）
特
定
は
相
手
方
に
対
す
る
表
示
に
よ
っ
て
行
う
。
（
3
）
特
定
が
公
平
な
衡
量
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
行
わ
れ
た
特
定
が
衡
平
に
一
致
す
る
と
き
に
の
み
相
手
方
に
対
し
て
拘
束
力
が
あ
る
。
特
定
が
衡
平
に
一
致
し
て
い
な
い
と
き
は
、

特
定
は
判
決
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
特
定
が
遅
延
し
て
い
る
と
き
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

　
B
G
B
六
二
六
条
（
1
）
個
別
事
例
の
全
事
情
を
考
慮
し
、
か
つ
両
当
事
者
の
諸
利
益
を
衡
量
し
て
雇
用
関
係
を
告
知
期
間
の
経
過
す
る
ま
で
も
し
く

は
雇
用
関
係
の
合
意
さ
れ
た
終
了
ま
で
継
続
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
え
な
い
と
き
は
、
各
契
約
当
事
者
は
重
大
な
事
由
に
基
づ
き
告
知
期
間
を
要
し
な
い

で
雇
用
関
係
を
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
2
）
告
知
は
二
週
間
以
内
に
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
期
間
は
、
告
知
権
者
が
告
知
に
決
定
的
な
事
実
を

知
っ
た
時
か
ら
始
ま
る
。
要
求
が
あ
れ
ば
、
告
知
者
は
相
手
方
に
告
知
原
因
を
遅
滞
な
く
文
書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
B
G
B
八
≡
二
条
（
1
）
他
人
の
生
命
・
身
体
・
健
康
・
自
由
・
所
有
権
・
そ
の
他
の
権
利
を
故
意
・
過
失
に
よ
り
違
法
に
侵
害
す
る
者
は
、
他
人
に

対
し
そ
の
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
義
務
を
負
う
。
（
2
）
略
。

　
B
G
B
八
五
二
条
（
1
）
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
被
害
者
が
損
害
と
賠
償
義
務
者
を
認
識
し
た
時
か
ら
三
年
で
時
効
に
か

か
る
。
こ
の
認
識
が
な
く
て
も
、
行
為
が
行
わ
れ
た
時
か
ら
三
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
。
（
2
）
賠
償
義
務
者
と
賠
償
権
者
と
の
問
で
給
付
さ
れ
る
べ
き
損

害
賠
償
に
つ
い
て
交
渉
が
継
続
し
て
い
る
と
き
は
、
当
事
者
の
い
ず
れ
か
が
交
渉
の
継
続
を
拒
絶
す
る
ま
で
時
効
は
停
止
す
る
。
（
3
）
賠
償
義
務
者
が
不

法
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
の
犠
牲
の
う
え
に
得
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
時
効
完
成
後
も
賠
償
義
務
者
は
不
当
利
得
の
返
還
に
つ
い
て
の
規
定
に
し

た
が
っ
て
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。

　
V
V
G
一
二
条
（
1
）
保
険
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
は
二
年
で
時
効
に
か
か
る
。
生
命
保
険
の
場
合
は
五
年
で
時
効
に
か
か
る
。
時
効
は
、
給
付
を
要

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
の
終
わ
り
で
も
っ
て
始
ま
る
。
（
2
）
被
保
険
者
の
請
求
が
保
険
者
に
申
請
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
保
険
者
の
文
書
に
よ
る
決
定

が
到
達
す
る
ま
で
時
効
は
停
止
す
る
。
（
3
）
給
付
を
求
め
る
請
求
権
が
六
か
月
以
内
に
裁
判
上
主
張
さ
れ
な
い
と
き
は
、
保
険
者
は
給
付
義
務
を
免
れ
る
。

期
問
は
、
保
険
者
が
被
保
険
者
に
対
し
て
、
期
間
経
過
に
結
び
付
い
て
い
る
法
律
効
果
を
指
示
し
て
文
書
で
要
求
さ
れ
て
い
る
請
求
を
拒
絶
し
た
後
に
は

じ
め
て
進
行
す
る
。

一197一



判例研究

　
H
G
B
八
九
b
条
（
1
）
代
理
商
は
、
以
下
の
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
関
係
終
了
後
本
人
（
q
馨
Φ
3
魯
§
『
）
か
ら
相
当
な
調
整
を
要
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
以
下
略
。
（
2
）
（
3
）
略
。
（
4
）
請
求
権
を
あ
ら
か
じ
め
排
除
す
為
こ
と
は
で
き
な
い
。
契
約
関
係
終
了
後
三
か
月
以
府
に
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
（
5
）
略
。

正
誤
表
（
二
六
巻
一
号
）

一
四
三
頁
一
七
行
目

一
五
一
頁
　
七
行
目

（
正
）

削
除

課
税
さ
れ
る
も
の

（
誤
）

当
事
者
が

課
税
さ
れ
も
の
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